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平成21年第６回太子町議会定例会（第421回町議会）会議録（第３日） 

平成21年９月８日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第39号 平成21年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

２ 議案第40号 平成21年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

３ 議案第41号 平成21年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第42号 平成21年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第43号 平成21年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第44号 平成21年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第45号 平成21年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

８ 議案第46号 平成21年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

９ 議案第47号 平成21年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

10 議案第48号 工事請負契約の締結について 

        （揖保線道路改良工事（第二工区）） 

11 議案第49号 工事請負契約の締結について 

        （揖保線道路改良工事（第三工区）） 

12 議案第50号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

13 議案第51号 太子町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第52号 太子町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

15 議案第53号 太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

16 議案第54号 学校薬剤師設置条例の一部を改正する条例の制定について 

17 議案第55号 揖龍地区農業共済事務組合規約の変更について 

18 認定第１号 平成20年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

19 認定第２号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

20 認定第３号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

21 認定第４号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

22 認定第５号 平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

23 認定第６号 平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

24 認定第７号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

25 認定第８号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

26 認定第９号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

                本日の会議に付した事件 

１ 議案第39号 平成21年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

２ 議案第40号 平成21年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

３ 議案第41号 平成21年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第42号 平成21年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第43号 平成21年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第44号 平成21年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第45号 平成21年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

８ 議案第46号 平成21年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 
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９ 議案第47号 平成21年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

10 議案第48号 工事請負契約の締結について 

        （揖保線道路改良工事（第二工区）） 

11 議案第49号 工事請負契約の締結について 

        （揖保線道路改良工事（第三工区）） 

12 議案第50号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

13 議案第51号 太子町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第52号 太子町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

15 議案第53号 太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

16 議案第54号 学校薬剤師設置条例の一部を改正する条例の制定について 

17 議案第55号 揖龍地区農業共済事務組合規約の変更について 

18 認定第１号 平成20年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

19 認定第２号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

20 認定第３号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

21 認定第４号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

22 認定第５号 平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

23 認定第６号 平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

24 認定第７号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

25 認定第８号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

26 認定第９号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   中 井 政 喜         ８番   橋 本 恭 子 

 １０番   花 畑 奈知子        １１番   北 川 嘉 明 

 １２番   上 田 富 夫        １３番   村 田 興 亞 

 １４番   桜 井 公 晴        １５番   佐 野 芳 彦 

 １６番   熊 谷 直 行 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  木 村 和 義 

 書     記  肥 塚   馨 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

 監 査 委 員  森 川   勝 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        
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   （開議 午前９時59分） 

○議長（熊谷直行） 平成21年第６回太子町

議会定例会第３日目におそろいでご出席いた

だき大変ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成21年第

６回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第３９号 平成２１年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第３号） 

○議長（熊谷直行） 日程第１、議案第39号

平成21年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 村田議員。 

○村田興亞議員 １点だけちょっとお尋ねし

ますけど、今回の衆議院選挙で民主党が大勝

したということで、かなり今までのいろんな

国のやり方、あるいは各地方自治体に対して

のいろんな予算的なもん含めて大変なことに

なるということが、いろいろと新聞あるいは

マスコミ等でも言われておりますけど、きょ

うの新聞にも出ておりましたけど、たつの市

も６月の分について補正予算については保留

してると、こういうことは出ておりますけ

ど、特に今回の太子町の場合も９月補正とい

うことですけど、例えば地域活性化あるいは

経済危機の対策臨時交付金等はたつの市でも

保留しておりますし、当町でも地域の活性化

あるいは公共投資臨時交付金、こういうなも

んも今回計上されてるわけですけど、こうい

うことにつきまして、例えば今いろいろと国

のほうでも予算組み替え、あるいは必要なも

の、そうでないもんとの仕分けは行われてる

ということですけど、こういう関連につい

て、当然十分鳩山施政が動き出さなければわ

からないかもわかりませんけど、その辺も含

めて事前にどういう対応されてるのか、その

辺をお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） この今時補正につきま

しては、先ほどおっしゃいましたように地域

活性化・公共投資臨時交付金について上程を

させていただいておるんですが、やはり今国

のほうでは政権交代というところで不透明な

部分がございます。しかしながら、私どもは

予算措置はやはりしっかりしておかないとい

けない。これがどのように変化していくか、

これはまだ今のところ不透明でございますの

で、そこらは十分、今後国なり県なり、そう

したところとも十分に連絡を密にして、早く

情報をキャッチして、そして対応は考えなけ

ればいけないと思いますが、今のところ財政

措置はしておこうということでございます。 

 また、半面、その内容について、今時は耐

震化事業また地デジ対応、そして校舎の増築

等々に充当しておるわけでございますが、い

ずれにしてもこの事業やっていかなければな

らない事業であると、このように考えており

ますので、そこらはしっかりと見きわめ、こ

の交付金については、先ほど申し上げました

ように十分連絡を密にし、また要望等もあわ

せてやっていきたいなと、このように思って

おります。 

 今のところそうした答弁でお願いしたいと

思うんですが、しかしたつの市さんも一応保

留というところで、財政措置はやって保留す

るというところでございますが、私どもも先

送りできる部分ではそういうことも考えなけ

ればいけないと思いますが、やはりはっきり

した時点で、ぜひやらないといけないもの、

若干後年に遅れる部分等は考える余地はある

んではないかと、このように考えておりま

す。 

 以上です。 
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○議長（熊谷直行） 村田議員。 

○村田興亞議員 今、町長に答弁いただいた

ように、それで一番今までにかつてないこと

ですので、十分その辺を見きわめられて、後

からそれについて国のあれが出なかったとい

うことのないように、その分だけ十分精査を

し、あるいは見きわめをして、またいろんな

執行も考えていただきたいと、これは要望し

ておきます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中井議員。 

○中井政喜議員 おはようございます。 

 何点かお尋ねをします。既に副町長のほう

から概要説明等受けているわけですけれど

も、もう少し詳しく説明を受けたいというこ

とで、よろしくお願いします。 

 まず１点目は、14ページの款17寄附金の関

係で、総務費の寄附金で、ふるさと応援寄付

金ということの追加で1,018万7,000円が上が

ってきとるわけですけれども、これの内容の

具体的な説明、例えば大口の方の件数とか、

また税の減免等の状態はどうなっているのか

ということと、それと現在のふるさと応援基

金のトータル件数と総額は現時点では幾らに

なっていますかということをお答えいただけ

ればと思います。 

 それと２点目は、26ページの款３民生費の

中で、子育て応援特別手当給付事業費という

ことで上がってきとるわけですけれども、こ

れの節13委託料、子育て応援特別手当業務委

託料ということですけれども、190万

1,000円、これの具体的な業務内容というん

でしょうか、これについてのもう少し内容的

なことの説明をいただきたいと、このように

思います。 

 それと、節20の扶助費の中で子育て応援特

別手当4,320万円、これの具体的な内容説明

もあわせて説明をいただきたいと思います。 

 続きまして、28ページの款５労働費ですけ

れども、この中で緊急雇用の対策費というこ

とで上がってきとんですけれども、節13で道

路側溝等外土砂浚渫作業委託料ということで

説明を受けたわけですけれども、立岡山線と

いう説明を受けたんですけれども、この立岡

山線を選択された理由はと、この内容的には

何平米というんでしょうか何メーター等、こ

れも私が聞き漏らしたんかもわかりませんけ

れども、できましたらお答え、ご説明いただ

きたいと思います。 

 あわせて、これの例えば、この立岡山線以

外に原勝原線とか丸山線とか等々町道におけ

るところもあったんではないかと思いますけ

れども、その辺の検討も十分されたんかどう

かと。そして、なぜ立岡山線になったのかと

いうとこの理由も説明をいただきたいと思い

ます。 

 それと、34ページ、款10の教育費の関係で

すが、節19の負担金補助及び交付金の中で、

給食材料代の補償費ということで上がってる

んですけども、これのどういう内容でこうい

うことになるのか、発生の具体的な説明をい

ただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、14ペー

ジ、総務費寄附金でございますが、ふるさと

応援寄付金ということで、当初予算10万円を

予定しておりましたが、今回大口の寄附者が

いたということでございます。今年度につき

ましては、全体で26名の方が寄附の申し出が

ございました。したがいまして、1,028万

7,000円というのがこの21年度の寄附額でご

ざいます。前年度は１団体と11名が寄附をさ

れまして、金額で20万5,000円ということで

ございまして、トータル今現在では1,049万

2,000円という額になっております。 

 税のほうの絡みにつきましては、今後申告

をされるということですから、来年の２月か

らの申告になりますので、今のところ具体的

にはわかっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（丸尾 満） 子育て応援手

当の関係でございますが、まず委託料の関係

でございます。これは支給に際しましてのシ

ステムの構築作業の委託でございます。対象

者等の絞り出し等々の一連のシステム構築で

ございます。 

 それから、手当の具体的内容ということで

ございますが、先にございました国の20年度

の分と引き続き今度は21年度の緊急対策の分

でございまして、内容は前回と同じでござい

ますが、単価的には同じでございますが、対

象者が約1,200人に拡大ということでござい

ます。前回につきましては就学前３学年とい

うことでございましたんですが、それの２人

目以降ということでしたんですが、今度は全

員ということでございますので、前回に比べ

ますと人数的にも約倍ということでございま

す。この手続的には10月に入ってからという

ことになるわけでございますが、実質住民の

皆様のお手許に行くのには手続の関係上12月

以降になるんではないかなあというふうに思

っております。これも前回同様６カ月という

申請期間を設けますので、それ以降６カ月間

ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 ページ28ページの緊急雇用対策費での道路

側溝等外土砂浚渫作業委託という件ですけど

も、これにつきましては立岡山線全線をチェ

ックした中で堆積した分を撤去する、浚渫す

るということでございます。場所につきまし

てはいろいろ全線そういう箇所を点検しまし

て、その中でやはり道路として古く、する必

要があるということでございます。 

 それともう一点、雨水幹線を一部同時にや

るということで予定いたしております。この

場所につきましては、一応東芝の西側から南

へ下がって旧国道の暗渠部分、いわゆる一般

的にオープン部分につきましては、水利権者

等が維持管理されております。暗渠部分につ

きましてはやはりどうしても土砂が堆積し、

いわゆる撤去しにくい部分もございますの

で、そういう形で対応したいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育費関係の34ペ

ージから35ページのところの事務局費、負担

金補助及び交付金関係の給食材料代の補償費

でございます。これはご承知のように５月

18日から１週間、７日間、新型インフルエン

ザ蔓延防止に伴う休校を行いました。それに

伴う材料費をとめたわけですけども、その

18日分は間に合わない、どうしてもキャンセ

ルができない部分、牛乳とかパンとか、それ

と野菜類、そういうもんが63万5,000円ござ

いました。それについて、これを補償費とし

て給食会計のほうへ補てんをしてやろうと、

一般会計から給食会計のほうへ補てんしてや

ろうというようなところ、補償費でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中井議員。 

○中井政喜議員 １点だけちょっと再度確認

をしたいと思いますが、子育て応援特別手当

の関係で聞きますけれども、今現在大体

1,200名が対象というふうな答弁をいただい

たんですけれども、これについて、これから

この制度になりますと、新たにそれに該当し

ない人、また今回いろんな都合で今まで受け

ておられない方が該当するような方が出てく

ると思いますけども、その辺の方の周知徹底

というんでしょうか、その辺はどういうふう

な対応とられるかということだけ確認をした

いんですが、よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 10月１日が基

準日ということでございますが、それらの対

象となる方々については、システム構築の

上、きちっとした台帳的に備わるわけです

が、前回の手当の支給に関しましては一応全

対象者、８月７日をもって完了したというこ
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とも踏まえまして、今回も漏れるといったこ

とはまずないと思います。今回につきまして

は対象児が拡大したということと、また学年

が１つ上がるといいますか、そういったとこ

の差異がございますけれども、その辺はやは

り住民基本台帳をしっかりととらまえまして

遺漏がないというふうにやっていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 これ３億円余りの補正なん

ですけども、ちょっと時間が私は足らんよう

に思うんですね。というのは、今回総括をや

ることについて質問内容をいろいろ書いて、

それの裏づけをとっていってやっておると、

なかなかこっちのほうまで時間がないという

ような非常に苦しい、説明受けてから時間が

苦しいということで、これからの議会の会期

のあり方というものについてはもう少し私は

考えなければならないと思っております。し

たがって、この補正についても私は裏づけを

とってないんですね。だから、余り質問でき

ないんですけれども、ただ５ページの、これ

前から言っとるんですけども、地方債のとこ

ろなんですけれども、利率ですね、７％ぐら

いで来とったのが今５％ということなんです

けれども、現在の実勢の利率を考えてこれ

５％というのはどうなんかということが１

点。 

 それで、あとその償還の方法なんですけれ

ども、「ただし」というとこですね。町財政

の都合により据置期間及び償還期限を短縮

し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えす

ることができると、こう書いてあるわけなん

ですけれども、これずっと書いてあるんです

ね、以前のこの起債の分を見てみますと。そ

したら、以前のやつも書きかえできるんと違

いますか。なぜできないのかお尋ねいたしま

す。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） ご指摘のとおり、

今のもう皆さんご承知なんですが、利率につ

きましては実勢で申しますと、具体的に申し

ますと、財政融資資金で20年と仮にしますと

大体1.7％から1.8％ぐらいが国の相場という

表現で申し上げますけども、財政融資資金の

今の利率でございます。それをなぜ年５％以

内にしてるかということなんですが、これ書

きかえるのは簡単なんです。３％以内とか

２％以内とか、簡単なんですけれども、私ど

もとしては安全策をとって、いつ高金利時

代、またいつ低金利時代、そういう金利の上

がり下がりを見ながら５％以内という表現に

いたしているのが実際でございます。 

 それから、２点目の「ただし、町財政の都

合により据置期間及び償還期間を短縮し、も

しくは繰上償還」という借りかえなんですけ

ども、これもあらゆる場面を想定して書いて

おります。これの表現がなければ、がちがち

に借り入れの日から据置期間を含め30年以内

とし、そのほかは借入先の融資条件によると

いうことだけで区切ってしまいますと余りに

縛りが大きいということで、こういう「ただ

し」の文言を入れております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、そなことは読んだら

わかることであってやね。利率も今回の借り

入れまたは証券を発行する分については、そ

ない10年、20年先に出すわけでないんでし

ょ、これ。そしたら、何で10年、20年先のこ

とまで見通してこの５％というのを決めない

かんのかなと。ということは、例えばあなた

方がこれ５％でもし借り入れしても議会は承

認したことになるんですよ。違いますか。実

勢でいいんと違いますか。例えを言うたら、

この間ユーロ債30年もん買うたでしょ。あれ

からいってもこういう書き方非常におかしい

んですよ。今、説明されたように先でわから

んとおっしゃるんなら、30年もんのユーロ債

をなぜ買ったか。僕はよけわからんようにな

んねん。そやさかい、おっしゃることとされ

ることが合わんから私は尋ねとんで、一緒の



－143－ 

ことをやられよったら私はこんなことあえて

尋ねることないんです。だから、きちっとし

た、今現在あんた方が執行されるという、直

近のかなり、例えば1.7なら1.7、1.5なら

1.5でしたら、少なくとも２％とかぐらいな

利率をここへ上げるべきでないかと私は思い

ます。 

 それともう一点は、「ただし」のとこなん

ですね。これ「ただし」をそのままに読んで

みますと、町にある種の事情といいますか資

金的な余裕あるいはどこかから、例えば極端

な話よ、町が太子町がそういうことできるか

できんかは別にして、町民から町債みたいな

もん発行して、例えば10億円なら10億円を調

達できたと。今だったら銀行へ預けたってわ

ずか0.何ぼというような金利ですからね。そ

やさかい、町債、例えば１％、２％の出せ

ば、太子町の町民の方であれば一応私はかな

りの金額を買っていただけると思うわけなん

ですよ。そういうことも考えてやる場合に、

そんならできた金どうするんやといったとき

に、過去に借っとる、極端な話まだ７％ぐら

いなもん借ってますねえ。だから、それが払

える、それも全部借り入れたときにはこうい

うふうに書いてあるんですよ。いつでも償還

に、または低利債に借りかえることができる

ということが。これ、我々はそれを信用しと

ったわけですけどね。どうなんですか。大き

いですよ。例えば１億円借って金利１％違っ

たらすごいことになるでしょ。今、太子町

300億円ほど借金ありますやん。300億円の

１％というたら何ぼになりますか。わかるで

しょ、単純に。だから、金利というもんはそ

れだけのもんですよ。極端な話、金利を安

く、仮に安く、１％、２％安く借れたら、そ

らほんまに太子町の税金が高なったり安なっ

たりというような問題と違いますよ、ほんま

に。そやさかい、それぐらいこの金利という

ものは大事なもんですから、あえてお尋ねし

よるわけなんで。この文言というのは、ただ

議会に説明するだけの文言であって、こんな

ものは実際運用の段階ではできないというこ

となのかどうか。はっきりおっしゃってくだ

さい、それは。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 重ねて申し上げま

す。５％以内でございますんで、おっしゃる

ように実勢価格で1.7、８にすることは簡単

ですけども、これ利率が決まるのはもう年度

末でございますんで、そのときに仮に1.9に

財政投融資のほうがなっておれば、これは議

会に提案した内容と違いますので、そういう

リスクを私は冒すことは考えておりません。

５％以内でございます。 

 それから、町債云々については私よくわか

りませんけれども、私どもが借り入れるの

は、会社関係のことはわかりませんが、通常

の、銀行さん、幾らで貸してくれますの、私

とこは何ぼ払いますの、私とこは、そういう

やりとりはございません。国によって定めら

れた利率でございますんで、それに従って起

債を起こすということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、意味わからんて、私

はこのとおりのことを言ようわけで。どこで

借ろうと、そんなことここには書いてないん

やから。ただ、このとおりの文章をこのとお

りに解釈したら僕の言ようとおりになるんや

けども。そうでないんなら、もっと詳しく、

こういう場合はこうやと。ほな、もし例えば

国で借り入れする場合にはもう利率から償還

のものは決まると。ほで、それはもう途中繰

上償還とか低利債に切りかえることはできん

のやと。もしできたとしても向こうの都合や

と。これは町財政の都合になっとんですよ。

こちらが借り入れるほうの都合で変えられる

ということになっとんですよ。だから、その

辺が、国が言うてこなんだらどうもならんの

やとおっしゃるなら、そういうふうな説明な

ら、それはわかりますと。そやけど、町財政

の都合によりということがはっきり書いてあ

るんやから、こちらの都合で、借り入れる側

の都合によって私はこういうことができると
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いうふうに解釈をしとんですけども、これ日

本語として訳したらそうなるん違いますか。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） ただし、町財政の

都合により据置期間及び償還期限を短縮し、

もしくは繰上償還または低利債に借換え…

…。これまさに書いてあるとおりで、町財政

が、例えば私ども、基金、名前ど忘れしまし

た、基金、償還のための基金、ちょっと済い

ません、名前ど忘れしましたけども、それを

潤沢に持っておれば、これ町財政の都合によ

り据置期間、償還期限を短縮し、これも国の

了解を得てできることであって、国から借り

ておりますので、うちの都合で勝手に、は

い、お金がたまりました、はい、返しますよ

という単純なものではなく、そういうこと

と、それから繰上償還また低利債に借りかえ

も、うちはもうようけ金余ってまんねんと、

だからもう低利債に借りかえさせてよという

単純なものではございません。ですから、そ

の起債の借入先の条件条件によって、また繰

上償還も低利債の借りかえも一方的に私ども

が決めてやることではありませんけれども、

そこで町財政の都合によりが出てくるわけで

すね。財政、お金はもうようけ持ってますね

んと、県さん、国さん、どうですかといった

やりとりがあって、じゃあ太子町さん、町財

政で今ゆとりがあるんだったら、国のこの財

政投融資の条件に合うから繰上償還しましょ

かといったような内容になるわけですね。で

すから、もう表現はこれ以上の表現ないわけ

ですけれども、ことは簡単に進まないという

ことはご理解お願いしたいと思います。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先ほども質疑があったこと

もあるんですが、今時補正は３億1,952万

1,000円ということになりますけれども、特

に際立っているのは基金からのいわゆる繰入

金の減額、それから繰越金で相殺をするよう

な形になってるんですね。基金繰入金の減額

が１億6,283万2,000円と繰越金が１億

2,200万円余りということであります。さら

に、歳出の中でも基金費に積立金が追加され

て6,733万円と、こういう形でそれぞれ収支

をしていきますと、これらがどういう形で生

み出されたものかっていうことについて説明

を求めます。 

 それから、ちょっと今回の補正予算、先ほ

ども上田さんもおっしゃっておりましたけど

も、全体的には当局の説明はほんまにあらあ

らしておって内容が確認しにくいと、こうい

うものだと思います。一つは、歳出の過誤納

付還付金も大きいです。法人町民税というこ

とでありますけども、1,434万9,000円、これ

らの発生要因並びに内容の説明を求めます。 

 それから、今回の中で賃金がところどころ

で計上をされてるんですが、戸籍住民基本台

帳で嘱託職員を、164万7,000円なんですが、

この時期に賃金を計上する必要性、こういう

ことこそ基本的な説明をしないといけないこ

とだと私は思うんです。だから、その説明も

求めます。 

 それから、保育所費の関係でも嘱託保育士

の、これは減額なんですが、保育児の減によ

るものかどうか、そういうこともきちっと説

明しないと、何でこう増えたり減ったり、採

用したりどうするかというのは、ほんまに説

明したことになってないと、私は今回の補正

予算。その説明を求めます。 

 それから、追加ですから、ただしておきま

すが、児童館運営費の修繕費についてもそう

です。これはどういうことで、額は27万

3,000円、これ26ページですよ。ですが、こ

れらのことについても修繕料の追加というの

はどういうことかという説明が欠落しとる

と、こう思うんです。 

 それから、先ほどもありました子育て応援

特別手当についても、対象人数、年齢の引き

上げというようなことがあって、手当は

4,320万円ですが、これらのそれぞれ対象と

なる人数、きちっと説明しないといけないと

思うんです。３、５歳児が3,600万円とか言



－145－ 

うてますけども、対象となる者、これは何人

で何世帯に交付する予定と。だから、ここに

予算で上がるわけですから。これも実際的に

は4,587万円という国県支出金、全増ですわ

な、今までないものをつけるわけですから。

全部増えてるという形なんで、その説明を求

めます。 

 それから、保健衛生関係の、これも嘱託保

健師と看護師、合わせて賃金が追加と、

193万8,000円。これについても、だれもわか

らんでしょう、このまま。ほいで、説明資料

も追加による。追加の、何で追加をするかと

いう理由のほうが大事なんですわ。そこは説

明を求めます。 

 同じく扶助費15万8,000円なんですが、こ

れについてもどういう中で追加を必要とする

のかという説明がないでしょ。その説明を求

めます。 

 それから、予防費の委託料555万6,000円。

これも子宮がん、それから乳がん、それぞれ

242万7,000円と312万9,000円という追加です

が、これは検診対象者の増、今までの見込み

と増えてくるという関係。より一層この検診

が進めばそれだけ早期発見で対応できますの

で、それを批判してるんじゃないんですよ。

こういうふうに追加をする、それはどういう

ことで追加をするのかと。今まで見込みが足

りなかったから追加するとか、そういうこと

を何で説明しないんですかね。そういう説明

を求めます。 

 それから、緊急雇用対策も今説明がありま

したが、608万円、これ全部国の関係、２次

補正の関係で全増ですね、全部増える、こう

いう形なんですが、もし財源がなかった場

合、どうするんですか。今さっき村田さんの

質疑もありましたけどね。どう対応するか

と。浚渫したりする箇所というのは、前にも

私申し上げましたけども、農家等がやってる

ところはそこでやんなはれ、できないところ

は町の財政を出動してやりますと、こういう

こともかなり高齢化した中で暗渠等の掃除と

いうのは物すごく負担がかかるんです。暗渠

にして道路の通行、交通はしやすくなって

も、中にたまるものというのはどんどんたま

ります。そういうものを排除しないと排水断

面を確保できないところが町内何カ所ある思

います。みんな困ってるんですよ。そういう

中でどう対応するかがこれ大きな問題だと思

うんです。開渠だったら、それは見えるし上

げられるんですけど、暗渠はそうはいかんわ

けですわ。だから、そういうことに対してど

う対応するか。これ行政施策としても重要な

問題だと思うんですが、今言ってんのは、一

つは財源がなかったらどないするんやと。な

かってもしなきゃならんということは、後に

整理がついたらやっぱり困ってるところにも

手を差し伸べていく、行政が責任を負うとい

う必要がありますので、そのことについても

説明を求めます。 

 それから、道路維持費、これ当初1,828万

8,000円でありました。追加が530万円ですけ

ども、この町道の維持補修は絶えず必要なも

のかと思います。追加の主な内容、緊急に起

こってくることもありますが、補正予算で追

加するわけですから、こういうものが課題と

してあって、そしてそれにこたえていかない

といけないということから補正をすると思う

んで、その説明を求めます。 

 それと、幹線道路整備事業費の揖保線関係

の付帯工事380万円、これも具体の内容の説

明を求めます。 

 また、都市計画総務費の道路ネットワーク

検討調査業務委託168万円なんですが、もと

もとネットワークを形成する検討調査という

のは絶えず続けられてる必要があると思いま

すけども、ここで委託料の追加はどういうこ

とかと。 

 それから、常備消防費の関係ですが、当初

３億5,892万1,000円でありました。今回の追

加補正は1,858万7,000円ということなんです

が、これを基準財政需要額の関係で、収入額

の関係でそれを拠出するというような約束事

ということでありますけども、きちっと

1,858万7,000円も追加支出をするわけですか
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ら基本的な説明をしないといけないと思いま

すが、その点説明を求めます。 

 それから、教育費関係で需用費の追加があ

るわけですけども、これは教育振興費でそれ

ぞれ学校等の配分の問題もあるわけですけど

も、今32万6,000円を追加をしないといけな

い。全体の関係でも合わせて622万4,000円に

なるわけですけども、これは足りとったんか

足りなかったんか、それぞれの要求から。そ

れで今回の32万6,000円になったんかもしれ

ません。しかし、これら全然説明がなかった

ら、窮屈な需用費、消耗品費等で学校運営が

厳しいと、こういうことであったらいけませ

んので私は聞いとんですが、今既に既決の予

算では足りないということなんか、充実させ

るための補正なのか、その説明をしてくださ

い。 

 それから、小学校費で報酬の21万7,000円

が追加されて、これは学校医、歯科医、薬剤

師、これの報酬追加やと言うとんですが、一

方で中学校費では減額の５万円となっとんで

すけど、これはどういうことで今追加したり

減額したりすることになっとんですかね。年

度途中ですから私ちょっと言よんですよ。こ

れは当初に本来計上してきちっと対応すべき

ものだと思いますが、ここで補正をしていく

理由というのがあるはずです。そういう点で

の説明を求めます。 

 それから、同じく小学校費の中で、先ほど

需用費のことは教育振興費でも言いました

が、需用費の関係で、消耗品で小学校46万

2,000円の追加してんですけど、これ４小学

校に配分するものなんかね、これも。どこが

どういう形であって今追加なのか説明を求め

ます。 

 それから、地域活性化で先ほどもいろい

ろ、これからの問題としては実施すべきもの

として上げてきている内容が臨時交付金の関

係で委託料の661万5,000円と工事請負費の１

億9,560万円それぞれ、今太陽光発電設備、

本来学校建設時に考えておかなければならな

い、特に前にも西中のこと言いましたけれど

も、遅きに失しておるわけですが、太陽光発

電で賄えるものは賄うということで、たまた

ま公共施設の中でこういう斑鳩、龍田の太陽

光発電を設置しようと、こういうようなこと

で大型予算が組まれているわけですけれど

も、これらの委託料並びに工事請負費の具体

的な見積もり的なもの、トータルがあるわけ

ですから具体のこともあって当たり前だと思

います。それぞれの計画と予算の裏づけとな

る内容について説明を求めます。もちろんこ

の斑鳩小学校の耐力度、屋内運動場の耐力

度、それから地デジ対応の設計業務それぞれ

あるんですが、委託内容と具体的な委託料

661万5,000円に対応する説明を、個々の内容

について説明を求めます。それから、工事請

負費についても同様であります。それぞれ具

体のことについて説明を求めます。 

 それから、中学校費の需用費もそうです

ね。今どちらの学校の何のというのが必要な

んですよ、説明は。それは全然説明にありま

せんし、参考資料にもありません。余りにも

乱暴過ぎると思います。説明してください。 

 それから、幼稚園でもこの学校医の関係は

報酬の追加があります。これはあわせて、そ

れぞれこういう減額したり増額したりしてる

ことの理由、説明を求めます。 

 それから、臨時教諭の賃金、これは300万

円余りが減額がされとんですね。これは今の

段階で不用になったんかどうかね。もう職員

が要らんということで臨時教諭の賃金を減額

をしたのかということについて、それぞれ理

由がないですから、304万9,000円の減額だけ

が踊っとんですよ、わからないんです。説明

を求めます。 

 公民館費の嘱託館長の賃金も一緒です。そ

れから、青少年育成費の賃金も同じです。そ

れぞれ説明してください。まず、それだけ説

明してください。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、23ページ

でございます。償還金利子及び割引料でござ

いますが、1,434万9,000円の追加ということ
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でございますが、この中身としましては、法

人町民税の還付分といたしまして1,167万

3,000円、それと固定資産税の還付金の追加

といたしまして267万6,000円を予定しており

ます。これは法人町民税につきましては確定

申告がございますが、前年の景気の後退によ

りまして還付金がこの21年度におきましては

かなり支出をいたしております。 

 それと、固定資産税につきましては、評価

がえということもございましたので、その見

直しをいたしました。それによっての地目の

更正とかいろいろなものがございましたの

で、その還付金が発生いたしております。当

初1,000万円置かせていただきましたが、既

に現在ほとんどの金額が償還金として支出済

みになっておりますので、今後６カ月間の法

人のそういった確定申告を見込みまして計上

させていただいております。 

 それと、同じく戸籍住民基本台帳の賃金で

ございますが、これにつきましては、この

21年７月から職員が育休ということでござい

ますので、その代替職員といたしまして１

名、７月から採用いたしております。それの

賃金の追加ということで164万7,000円でござ

います。 

 27ページの保育所費の賃金でございます

が、これにつきましては現在保育士が８名お

られますが、嘱託の保育士が８名ございます

が、１名が21年６月に退職いたしましたこと

によります精算の減額ということでございま

す。 

 それと、29ページの保健衛生総務費、賃金

193万8,000円でございますが、これにつきま

しても保健師の方が育休をとられますので、

21年７月からとられます、それによりまして

１名、保健師の採用をいたしております。 

 37ページの幼稚園管理費の賃金でございま

すが、これにつきましても２名の方が……。 

 うちのほうは以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、26ペー

ジでございますが、児童館の修繕費のお尋ね

でございます。これは児童館の１階、２階に

トイレがございますが、このトイレの修繕と

いうことで、あの建物も設備も建築後31年と

いう経過がいたしておりまして、トイレ器具

等々の劣化が進んでおります。特に止水栓等

の交換を予定をいたしておりますところでご

ざいます。 

 同じく26ページでございますが、子育て応

援特別手当の関係でございますが、先ほど対

象者1,200人ということでございましたです

が、これの追加の理由というお尋ねでござい

ました。これは、これまでも触れたかなと思

うんですが、国の第１次補正、21年度の第１

次補でがん対策の推進ということが打ち出さ

れまして、その国の対策に基づきますところ

の事業ということでございます。５歳刻みの

特定の年齢に絞りまして、検診の無料化でも

って対応するということでございます。質問

がございました関係で私答えたと思うんです

が、対象者につきましては、子宮頸がんにつ

きましては1,124名、それから乳がんにつき

ましては1,191名。それで、今回補正に上げ

ておりますところの数字の根拠は、40％の受

診目標ということでの数値ということでござ

います。これまではなかなか受診率にいたし

ましては特に10％内外といった余り高くない

受診率でございます２つのがんでございます

が、このたび国のそういった推進事業の力も

受けまして40％という目標を掲げておるとこ

ろでございます。 

 それから、29ページでございますが、扶助

費の関係でございます。難病患者等の日常生

活用具の追加でございますが、これは年度途

中でございますが、動脈血中酸素飽和度の測

定器の申請が確実ということを踏まえまして

の追加補正でございます。 

 それから、33ページの消防費でございます

が、常備消防で今回1,800万円余りの追加を

いたしておりますが、先ほどおっしゃいまし

たように基準財政需要額が当初予算では20年

度の数値をもって算定をいたしておりまし

て、このたび数値が変わってまいりました。
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従前では４億2,300万円余りの基準額が４億

4,600万円余りの基準額に変わったというこ

とで、同じく80％を掛けましたら1,857万

5,000円、それに県の移譲事務の関係が１万

2,000円ほど加わりまして、このたびの

1,858万7,000円の補正ということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） まず、29ペー

ジの道路側溝等浚渫作業委託、これにつきま

しては、財源といいますか国費100％がなけ

ればこれは実質的にはできないんではない

か。これまでどおり、やはりかなり堆積した

とか苦情等あれば対応していきますことにな

ると思います。 

 それと次に、31ページの町道維持補修工事

費の追加の中身でございますけども、これは

丸山線の新幹線のすぐ南側で街路灯がござい

ました。これが倒れまして、いわゆるポール

の下部が傷んでおりまして倒れました。そう

いうことで、他の部分も確認したところ他に

２カ所、沖代線と原勝原線から中へ入ったと

こに一部の街灯、水銀灯が傷んでおりました

ので、この３カ所を緊急で対応しておりま

す。これは約60万円で処理をいたしておりま

す。 

 それともう一点、立岡山線ほかということ

で、立岡山線と沖代線、沖代２号線の舗装の

傷みがひどいということで、これを緊急とし

て対応していきたいということで、これの分

も上げて追加させていただきたいということ

でございます。 

 もう一つ、揖保線の取り合い道路付帯工事

費追加、これにつきましては今現在取り合い

道路、いわゆる水源地の中を南北に工事をい

たしております。これにつきまして、この道

路から県施工の揖保線の北側に、今水源地の

南になるんですけども、すぐ北側にグラウン

ドへ抜ける進入路の施工を現在考えておりま

す。といいますのも、ニュータウンからいわ

ゆるグラウンドへ入るのにはニュータウンの

中の道が幾分か狭いということで、今後揖保

線ができることによりまして、やはり広い安

全な道がいいんではないかということで、そ

の進入路を計画いたしております。そういっ

た中で、今現在の敷地といいますか土地、地

盤高が高く、これを下げる必要があるといっ

たことの工事でございます。 

 それと次に、同じく33ページの都市計画総

務費の委託料でございますけども、これにつ

きましては、都市計画道路龍野線の都市計画

決定の変更をこれまでから順次進めてきてお

ります。そういった中で、都市計画決定の変

更につきまして、幅員変更とか歩道の幅員等

を決めるための基礎資料としましての調査業

務でございます。最新版が要るということ

で、太子と姫路市とで当然一連のものとなる

わけですけども、将来交通量の配分とか計画

交通量、それから自動車起終点調査等の調査

委託業務でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育費関係、34ペ

ージ、35ページでございます。教育振興費、

需用費関係でございます。これにつきまして

は消耗品の追加ということでございます。こ

れは学習指導要領の改正によりまして23年か

ら小学校５、６年生に週一こまの外国語活動

が導入されるということになりました。それ

に伴いますところの英語のノート、これが文

科省のほうから配布されました。それにより

ます指導用の教材、いわゆる教員用の指導の

教材ですけど、それが当初の予算でそこまで

考えてなかったもんですから、これを急遽購

入するということで購入しました。それに伴

いますところの費用は当初見ておりませんで

したので、その分を補正していくということ

でございます。 

 それと、小学校費で管理費でございます。

報酬でございますが、これにつきましては学

校耳鼻科医、いわゆる佐久間先生、これは

10校園担当されておるわけでございますが、

今年度医師会のほうから推薦によりまして武
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木田先生が耳鼻の学校医に就任されました関

係で基本給が必要になるということでござい

まして、それに伴いますところの技術料、そ

れと児童・生徒が５月１日で確定しますの

で、それに伴いますところの生徒の確定によ

る増減ということでございます。 

 下の需用費関係の消耗品費の追加というこ

とでございます。これも武木田先生の就任に

よりまして使用の耳鼻科検診用の鼻鏡、これ

を町のほうで当然用意していくということに

なりますので、これを800個用意したのと、

それとインフルエンザに伴いますところの石

けん、それと体温計を各クラス１つぐらいは

用意しようということで考えております。 

 次に、36、37ページの関係で委託料関係で

ございます。龍田小学校の太陽光発電の設計

業務の委託料、それと斑鳩小学校太陽光発電

の設計業務の委託料につきましては、考え方

としましては、耐震工事に伴いまして太陽光

発電をやっていこうと。その中で大体25キロ

ワットぐらいを発電量にしていこうかなとい

うような考えを基本的には持っておりまし

て、それで今現在国のほうにも申請しとるわ

けでございますけども、それの中で委託料。

それと、斑鳩小学校の屋内運動場の、体育館

ですね、それの耐力度調査の業務委託。これ

につきましては補強じゃなしに、今の建物は

危険建物で改築していこうという考え方を持

っております。そのために耐力度の調査をす

るということでございまして、ですから構造

の耐力度、保存度、それと外力条件に伴う、

そういう測定をやっていって改築していこう

という考えでおります。 

 それと、地デジ関係でございます。これに

つきましては太田小学校と石海小学校の設計

業務を委託しようと。これは配線に伴います

設計業務です。龍田小学校、斑鳩小学校につ

いては太陽光のこの実施設計に含めて発注し

ていこうという考えでおります。 

 それと、工事請負費関係でございます。斑

鳩小学校南校舎の耐震補強工事、これは国の

補助が前倒しでございますので、これを利用

して何とか早い目にかかっていこうというこ

とでございまして、私ども考えておるのは実

施設計を今年中に何とか済ませていって、来

年の２月ごろには発注をかけて、繰り越しに

なるわけですけども、やっていこうという考

えでおります。 

 それと、工事関係、龍田小学校太陽光発電

工事、それと斑鳩小学校太陽光発電工事でご

ざいますが、これにつきましては今龍田小学

校で耐震補強工事やっております。それと、

続いて斑鳩小学校の耐震補強もやっていく関

係で、これはそれとあわせて太陽光発電の工

事をやっていこうということで上程しており

ます。 

 その下の地上デジタル放送の受信設備工

事、これは４小学校全部配線工事を考えてお

ります。 

 それと、中学校関係の管理費の報酬でござ

います。これにつきましては、今、先ほど耳

鼻科医の武木田先生のことも申し上げたんで

すが、小学校と中学校合わせて報酬の基本料

がございますので、ここの５万円の減額は生

徒数の確定による減額ということでございま

す。 

 需用費関係でございますが、これは東中の

用務員室の屋上、屋根ですが、雨漏りをして

おりましたので、これは夏休みに実施しまし

て、それと東中の第１ポンプ場の電線の引き

込み工事、これは予定しとるわけでございま

すけども、この部分は急遽要るというような

ことで補正をさせていただいとるということ

でございます。 

 幼稚園費でございます。報酬に伴いますと

ころは、武木田先生が就任されたことにより

ます幼稚園の基本給、基本料金といいましょ

うか、それがプラスされて、また園児数が確

定しましたので、その分は減額ということ

で、これを調整しまして８万3,000円の増と

いうことでございます。 

 賃金でございます。臨時教諭の賃金の減額

ということでございますが、これは石海幼稚

園が当初この予算12月編成時で見積もりを上
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げる時点で、ここでは３クラスを予定してお

りました。実際には園児数が60人ということ

で確定しましたので教諭は、要するに２クラ

スになるということで、１人分が減額になっ

たということでございます。臨時の教員で対

応しようとしておったわけでございます。 

 次のページで、公民館費でございます、賃

金15万1,000円の追加と。これは嘱託館長の

賃金の追加ということでございまして、斑鳩

公民館ですが、年数が決まっとる関係で、

20年度で一応区切りという考え方を持ってお

ったわけですけども、適任者がないというこ

とで、引き続き斑鳩館長をお願いしていると

いうことで、これは期末手当が新任の場合で

したら、期末手当は率が違いますので、その

部分15万1,000円が継続となると高なると、

要るということでございます。 

 それと、青少年教育費の賃金でございま

す。15万9,000円の減額ということでござい

ますが、これは学童保育指導員賃金の減額。

これも新任の指導員を雇った関係で期末手当

が満額でないという関係でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） まず、17ページの

財政調整基金繰入金の関係でございますが、

まず今時補正予算第３号に係る歳入の主なも

のを申し上げます。地方特例交付金の増

1,601万7,000円、普通交付税の増6,415万

5,000円、繰越金の増１億2,204万4,000円、

子育て応援特別手当給付事業補助金の増

4,587万円、安心・安全な学校づくり交付金

の増7,476万8,000円、地域活性化・公共投資

臨時交付金の増8,900万円、以上が歳入に係

る大きな６点の要因でございます。そのほか

プラス・マイナスはございますけれども、こ

の補正予算に係る歳入の合計は４億8,235万

3,000円でございます。 

 片や、歳出の主なものを申し上げます。人

件費の減405万6,000円、財政調整基金積立金

の増6,733万円、過年度過誤納還付金の増

1,434万9,000円、国保繰出金の減7,296万

円、子育て応援特別手当の増4,320万円、介

護保険繰出金の増2,712万7,000円、下水道事

業繰出金の減2,893万3,000円、斑鳩小、龍田

小の耐震ほかで１億9,560万円、そのほかプ

ラス・マイナスはございますけれども、この

補正予算に係る歳出の合計は３億1,952万

1,000円でございます。 

 したがいまして、歳入歳出の増減を合わせ

ますと歳入が歳出を１億6,283万2,000円上回

り、その額を財政調整基金でもって調整する

ことになり、結果的に予定しておりました５

億476万9,000円から１億6,283万2,000円を減

額し、基金のほうへ戻し、３億4,193万

7,000円とするものでございます。 

 それから次に、前年度繰越金の関係でござ

いますが、前年度一般会計実質収支額１億

3,204万4,473円から現計予算でございます

1,000万円を引いたもの、これを１億2,204万

4,000円追加するものでございます。 

 それから、21ページでございますが、財政

調整基金積立金追加でございますが、前年度

収支の２分の１以上を積み立てるという規定

がございますので、前年度普通会計実質収支

額１億3,464万7,852円の２分の１以上という

ことで6,733万円を追加させていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

 桜井議員。 

○桜井公晴議員 先ほど、なぜこういう説明

求めるかというのは、説明してみて、みな、

説明者のほうもわかるんじゃないですか。聞

いとる側もきちっと踏まえないと、いかに金

額が些少であっても、どういう理由で補正を

追加、減額をするかということがはっきりし

ないといけないから私は指摘をしたんです

が、ただいまのような説明が当初にあるべき

です。それに基づいて政策判断を議員ももち

ろん加えると、これが当たり前のことだと思

いますので、その点は承知おき願いたい。 

 緊急雇用対策の中で、この財源がなかった
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ら難しいと言ってるわけですけども、やっぱ

り結局は必要なことについてはこれから必要

な対応をするということが大事なんだと思う

んですけどね。それらのことは全体的に町内

の各暗渠になってる部分なんかのことについ

ては調査をして必要な対応をするっていうの

が町政やるべきことだと私は思うんですね。

その点についてと、それから道路の維持補修

の関係ですが、いわゆる行政が今まで当初に

1,828万8,000円を置いて、そして道路維持補

修をやるということで、もちろん原材料を含

めて必要なものを調達をし、先ほど説明があ

った舗装あるいはのり面、不都合が生じてい

るものなどについて必要な施策で対応する

と、こういうことが大事なんですけど、それ

ぞれ今まで住民なりから要求、要望が上がっ

ているようなことについて順次補修等を行う

というのは、これ行政でなきゃならないんで

すが、それらのことにはこの1,828万8,000円

の追加をしても合計が2,358万8,000円ですか

ら、これらの予算でどれだけのことに対応を

しようとしとるか。要求が上がってるものに

ついてどれだけこたえ切るかと、こういうこ

とが大事なんですけども、この程度の要望し

かなかったか。それから、行政が必要とする

ところ、今丸山線等のことも、立岡山線とか

それぞれの説明がございましたけれども、そ

れ以外に町道の維持補修で対応を迫られてい

るところはないんか、要望で聞いてるところ

はないんかと、そういうことをあわせて説明

を求めます。 

 それから、ちょっとよくわからんのです

が、揖保線の取り合いで、ニュータウンの住

宅地からグラウンドへ進入する道路が狭い、

地盤が高いので地盤を下げると。どこでどう

いうふうに取り合おうとしとんか、もうちょ

っとこう、大体道路等の輪郭わかりますの

で、どういうふうに取り合い、どこが高くて

どう下げてこれに取り合おうとしとんか、説

明を再度求めます。 

 それから、消防費関係で、実際には今業務

委託をしとるわけですけれども、業務委託が

この基準財政需要額の関係で、８割で足りと

んか足りてないのかという、これも実際調査

をしたりして協議をしたりして後々決めるべ

きことでないかと。もう決めとんやさかいこ

れがあてがいぶちということで、実際に常備

消防業務はどういう形になっとんかというこ

とは検証もしないといけないと思うんですけ

ど、そのことはやっとんですかいね。もうこ

れは決まっとうさかいそうやということです

かね。その辺の説明を求めます。 

 それから、教育費関係で、夏休みに、教材

関係はもう既に購入した後のこれ補正かい

な。ちょっと今の説明は購入したという説明

があったんですよ。その点はどうかと。 

 それから、いわゆる661万5,000円と１億

9,560万円の各追加補正で太陽光並びに耐力

度、地デジ、それらの工事をあわせて行った

り、新たに実施設計をして取り組むと、こう

いうなこと言っとんですけど、具体に、やっ

ぱり太陽光も一応の説明では25キロワットぐ

らいのものを設置すると、こういう説明なん

ですけども、基本的に仕様となるべきものが

あって、そして委託料というのがはじき出さ

れるということになるんですけども、それぞ

れのことについてどうか言うて尋ねとんで

す。金額も661万5,000円に結びつくようなこ

とについてですね。それから、工事請負費も

同様でありますのでお尋ねをしております。

その説明を再度求めます。 

 それから、修繕費で、私はこれするとかせ

んとかということじゃなくてなんですが、東

中の屋上の雨漏りがあって、もう夏休み中に

やりましたと。今そうでしたね。電線の関係

はこれからだということなんですけども、当

初に予定はしていなかったことが起こって対

応したということなんですけど、その再度の

説明をここでも求めます。 

 それから、公民館で、今言われておるよう

に新しく３年なりの嘱託職員の任用に係る要

綱で、長年にわたってなれた人がやることも

いいですけども、実際は60歳、年齢との関

係、それから再任用の関係などを含めて、い
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ろんな希望者が私はおられると。そういう中

で適任者がなかったということを言い切れる

んかどうか。ほで、費用も余計かかるわけで

すね。だから、そういうようなことについて

はもっとオープンに、また公平公正にやって

いかないといけないことだと思うんですけど

も、具体にその説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、道路維持の件でございますけども、

暗渠等水利権者がございましたら、その方か

らの連絡によりまして、極端な部分について

は町も対応いたしております。しかし、いわ

ゆる水利権者がなく管理者が町になってる場

合につきましては、今回国費が100％つく、

県費が100％つく中で完全に除去、除却、浚

渫したかったということでございます。 

 それと、維持の住民からの要望の対応につ

いてでございますけども、この費用につきま

して、やはり金がかなり要る場合の費用でご

ざいます。通常の地元さんの要望につきまし

ては、臨時嘱託職員とシルバーさんからの応

援でその都度対応、現在であればかなり広範

囲の作業内容まで対応しているといったこと

でございます。 

 それと、揖保線の説明でございますけど

も、参考資料の契約案件の２ページ目の第三

工区の資料を見ていただいたらはっきりわか

るんではないかと思いますけども、要は揖保

線の県施工のすぐ北側を左のグラウンドまで

の進入路をつくると。といいますのは、いわ

ゆる水源地とか道路の地盤より七、八十セン

チ道路が高くなっております。となります

と、どうしても取り合いが難しいということ

の中から、今回取り合い道路及び揖保線の三

工区をする中で、今のうちに土砂を撤去し地

盤を下げておくといったことで、進入路の完

成期につきましては来年度に対応したいとい

うふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 消防費の財政

需要額の80％の検証ということでございます

が、これにつきましては毎年度検証といいま

すかお話はさせていただいとりますが、また

客観的資料といいますか考察資料としまして

は、県下の委嘱事務を委託しておる他の自治

体の状況等も客観的な見方から資料を集めて

おりますけれども、いずれも80％という数字

でもって上がっております。本町とたつの市

さんの間におきましてもこの額で充足しとる

んかどうかということでございますが、まず

ほぼそれでいっていただいておるというふう

に思っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育費関係でござ

いますが、教育振興費、35ページの需用費の

関係でございます。これは先ほど言いました

ように、新学習指導要領に基づく英語の指導

書が当初予算で組んでなかったということ

で、負担金補助のほうから一部流用して購入

をいたしました。その足らず分の負担金補助

から流用しました部分32万6,000円をここで

補正を予定しております。 

 それと、委託料及び工事関係でございま

す。これは先ほども説明しましたように、龍

田小学校、斑鳩小学校の太陽光の実施設計に

つきましては、太陽光の実施設計と、それと

地デジの設計業務をここで委託しとるわけで

ございまして、今説明しましたように大体

25キロワット、今考えておるのは20から25キ

ロワットぐらいの設計をやっていこうという

設計委託料でございます。 

 それと、工事費関係では龍田小学校、斑鳩

小学校ともに太陽光発電ですが、これにつき

ましては龍田小学校では工事にあわせてです

ので、来年の１月ぐらい発注予定で、３月工

期ありますので、そこまでには完了していこ

うというようなことでございまして、あわせ

て斑鳩小学校も校舎の耐震とあわせて太陽光

発電の工事も考えておるということでござい

ます。 
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 それと、修繕料でございます。これにつき

ましてはちょっと間違うとりまして、今８月

言いましたんですけども、東中学校の用務員

室の屋上から腐食によりますところによりま

して雨漏りがあるということで、それを当初

予算の計上には間に合わなかった。新年度

早々、５月に工事をいたしました。８月じゃ

なしに５月に修繕工事を済ませております。 

 それから、公民館の嘱託館長賃金の追加と

いうことでございます。これは当初新館長を

予定しておったわけでございますけども、斑

鳩地区の会長さんにもお願いしたりしておっ

たわけでございますけども、最終的には人が

ないということで、継続して１年だけお願い

しようということで、継続になった関係に伴

いますところの、いわゆる期末手当が満額出

るというようなことに伴います増額でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 ２点だけお聞きいたしま

す。ほとんど桜井議員が聞いてくださったの

で。ページ21ページ、総務費の一般管理費の

節の７賃金で、自動車の運転手ということで

ありますが、これについての説明と、ページ

35ページ、消防費の節の８報償費について

146万3,000円減額になっておりますが、これ

についての内訳をお願いします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 21ページ、一般

管理費の賃金でございますが、これにつきま

して当初ご存じのように職員が運転業務を、

町長の公用車の運転業務をしておりました

が、急遽退職ということで、４月より新たに

嘱託職員を採用させていただいたということ

でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 146万3,000円

の減額でございますが、消防団員の退職報償

金の減額でございまして、当初予算では44人

分、880万円を組んでおりましたんですが、

退団者の中で退職金が対象となります５年以

上の退団者が33人ということで、決定額が

733万7,000円ということで、その差額の

146万3,000円を減額するというものでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 一般管理費の自動車運転手

の賃金ということですが、前の運転手さんが

体調を崩されて４月よりということでありま

したが、どこの方なんでしょうか。感じのい

い方を採用されたと私は思っておりますが、

ちょっと採用の、お名前というんでしょう

か、年齢的にどれぐらいなのか、それについ

てお聞きします。 

 それと、今報償金について削減、44名分を

予定していたが33名、５年以上ということで

ありましたが、こういう場合は、今だんだん

消防団員も減りつつあって大変なときで、い

ざというときに火事が起こった場合に消防署

と消防団員の方に協力いただくわけですが、

だんだん減ってるわけなんですけれど、これ

について消防団員のこれからの今後というん

でしょうか、これとは関係ないんですが、募

集をかけてもう少し増員というんでしょう

か、募るほうがよいと思いますが、これにつ

いての今後の対応というんでしょうか、お願

いしたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 運転手の方でご

ざいますが、住所は相生の方でございます。

元タクシーの運転をやられてたと、赤穂のほ

うでやられてたということでございます。年

齢的には私ちょっと年齢ははっきりと覚えて

ないんですが、60前後ということの記憶はご

ざいます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 団員確保の今

後の取り組みということでございますけど

も、これまでもご答弁申し上げております

が、やはり自治会長さん等々とよくご理解を
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いただきましてこの団員の確保に努めたいと

いうふうに考えております。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第４０号 平成２１年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第２、議案第40号

平成21年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今回の補正では3,874万

5,000円の追加で総額28億1,900万円余りと、

こういうふうになるわけですが、一般会計か

らの繰入金を7,296万円減額をし、そしてま

だ財調からの繰入金の1,700万円の減額を行

うと、こういうようなことが主な内容でもあ

ります。財政調整基金へ歳出では積み増して

いくというのが2,243万2,000円ですから、私

は繰越金が8,652万円ありまして、気になる

のは基金からの繰り入れはともかく、一般会

計からの繰り入れは減額をする必要がない

と。また、歳出の財政調整基金の積み立て

も、まあまあ万々ですよ。むしろそういうふ

うに積み増しすることだったら今後に備える

ことにもなると、こういうふうになるわけで

ありますけれども、その説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これまでも一

般会計からの任意繰り入れにつきましてはた

びたびご答弁申し上げてるんですが、このた

びにおきましても俗に言います歳入面での余

裕ということでございますので、これまでの

一般会計に繰り入れ分については減額をする

というところでございます。今、次に備えて

保有していたらどうかということでございま

すが、それにつきましてはきっちりと区分を

しておるというところでございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 いや、政策的なものがある

から言うてるんですわ。あくまでも一たん繰

り出し、ほいで会計へ繰り入れたものについ

ては一般会計に戻入する必要はないじゃない

かと。予算上のことですけども、あくまでも

国保会計に繰り出しておるわけですね。仕組

み上も繰入金をここで7,290万円も減額をす

る必要は、出したものは出したもの。もし、

繰越金ももちろん追加をしてる今回の会計で

すから、少なくとも歳出面で基金を2,243万

2,000円の追加をしている、そういう部分に

加えて、むしろもう繰り入れを減額するより

も、それらのものについては今後に備えると

いうことで基金に積み立てておったほうがま

しやということを私は言よんですよ。いつも

こないしといて、出す出す言うといて戻した

りすると、ほいで国保税は引き上げると、こ

ういうことを繰り返してるから言うとるんで

すわ。安定的に支えるんなら支えるというこ

とで、一たん繰り出したものは減額、繰り出

しを予定したものはあくまで繰り出しをし

て、そしてその会計が成り立って、また繰越

金が生じることもありますし生じないことも

ある。それらについては基金に積んで後に備

えるというようなことのほうが財政的には、

また相次いで国民健康保険税を引き上げる必

要が生じることが遅くなる、遅らせることも

できる。そういうことから私は言よんで、そ

の点しっかり聞いた上で答弁を求めたいと思

います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これまでも私

申し上げておるんですけども、やはり保険

料、保険税と国庫におきます公費でもって運

営しておる会計でございますので、その純然

たる一般会計からの任意繰り入れ以外でもっ

て繰り越しができるということであれば、当
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然基金のほうに積み増して次に備えるという

ことでございますが、本町の場合一般会計か

らの任意繰り入れにつきましては、やはり財

政支援という色合いでもって補足をさせてい

ただいとるという状況でございますので、今

般のように歳入面で余裕といいますかが生じ

ましたときにはやはり戻すというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４１号 平成２１年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第３、議案第41号

平成21年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ここでも説明を求めたいの

は、包括的支援事業費の嘱託職員賃金の

246万1,000円の追加ですけども、これが発

生、いわゆる追加が発生する要因、理由等に

ついて説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） これも職員１名

が退職をされました関係で、かわりに嘱託職

員を１名採用したという経緯でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第４２号 平成２１年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第４、議案第42号

平成21年度兵庫県太子町老人保健特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４３号 平成２１年度 

       兵庫県太子町後期高齢者医療 

       特別会計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第５、議案第43号

平成21年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これは経過としては減額な

んですが、今回の総選挙におきまして、少な

くとも参議院において昨年廃止法案を民主

党、共産党、野党の多数で可決をしたんです

が、衆議院ではこれを渋っておったと。こう

いうことが今度は逆転をして廃止を求める勢

力が大きくなり政権を担当すると、こういう

ような状況になってきてるわけですね。そう

いう中で、本町も追随してこういうものの制

度化、そしてまた国、県の言いなりで今日ま

で来てるわけですけれども、今こそやはりこ

ういう75歳以上の高齢者を差別する医療制

度、また現役世代にも当然支援という形で負

担を強いる、国保会計にも影響を与える、こ

ういうものについては即刻やっぱり廃止の方

向で町としても声を上げ、こういう特別会計

が必要のないように取り組むべきだと、この

ように思うんですけども、いかがでしょう。 
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○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 桜井議員ご質問の国

のほうといいますか、先ほど述べられたとお

りでございます。民主党については後期高齢

者医療制度についての廃止をうたっておりま

す。ただ、私どもとしては現行法令に沿って

やはり円滑な運営に努めていく義務がござい

ます。したがいまして、今法律がそうなって

る以上、それに沿って円滑な運営に努めるの

が義務であるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 いや、私が言よんのは、こ

ういう矛盾だらけ、それで年寄りいじめ、も

うはっきり中身はそうなんですから、廃止法

案も可決をされて、しかしつくった者がこだ

わって衆議院では可決をしていないと、こう

いうような状況で、法案をつくったところで

さえもこういうことになってきて、そういう

中で、しっかりと行政的にも互いに困るとい

うようなことについては声を上げて対応すべ

きでないかと。法令があるから、それは悪法

も法なりと、だから法に沿って行政を進め

る、そのことを私は今否定してるわけじゃな

いんです。だから、声を上げていく、地方か

ら声を上げるときじゃないですかと、またそ

の対応が必要じゃないですかと聞いとんです

よ。だから、行政姿勢としてこれやってます

と、やってますということを否定、私は反対

ですけど、反対の論は曲げませんけども、そ

のことを言ってるわけじゃなくて、声を上げ

るときには声を上げないといけないんじゃな

いかと。住民の状況を知ってれば知ってるほ

ど声を上げるべきやと言うとんや。ほいで、

勢力も変わったから余計その時期じゃないで

すかということを聞いとんですよ。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まさに国のほうとい

いますか、民意はそういうふうになったとい

うことでございます。ただ、１年５カ月、こ

の制度についてはある程度周知されて、よう

やく軌道に乗ったようなところもございま

す。やはり末端の地方公共団体としては戸惑

っている部分もございます。これについては

国、県のやはり動向をにらみながら、太子町

としての方向については、やはり現行法令

が、先ほどと同じになりますが、ある以上そ

れに沿って円滑な運営に努めていくというこ

とが地方公共団体に課せられた使命であると

いうふうに考えております。心情的にはとい

いますか、世の中といいますか、この間の民

意については私どもも十分承知いたしており

ますが、法律がある以上それに沿って運営し

ていく必要があるというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 国保会計からずうっとこの

43号の後期高齢者の予算を見てみるんですけ

れど、あなた方は本当にこの人たちのための

立場に立っとんですかね。もうその時代、

55年体制から変わったということを私はあな

た方の口からそういう意見が出るんかなと。

後期高齢者についても、もう皆戻せと、もと

に。そういう選挙公約を掲げて民主党が勝っ

たということは、私は民主党がどうこう言う

んやないですけれども、国民の大多数はそれ

に賛同したわけでしょ。あなた方はそうじゃ

ないんですか。民意を反映するというのは、

僕は行政の仕事やと思うんですけどね。た

だ、法律があるからやるんやと言うんじゃ、

これあほでもできまんねや。じゃなしに、法

律があろうともこれは直さないかんというの

やったら、例えば太子町から声を上げたって

不思議やないんでしょ。町長、何ぞこの予算

の中で何かいろいろあっちこっち研修に行っ

たり出張に行ったりして、何か町長会とかそ

んなんあるらしいでっしゃないかいな。そう

いうところでやっぱり太子はこうやというよ

うな、住民を代表するのは町長ですから、そ

ら僕はそういうとこで主張していって、それ

から県や国の施策を変えていくという努力を
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するのが当たり前で、国から与えられた施策

と、それから集まってきた税金を使うて行政

執行するというのやったら、これはだれでも

できまっしゃないかいな。そうじゃないでし

ょ。その辺をもう少し明確に、町の考え、太

子町としてはどうするんやと、どういう施策

をとっていくんやという、その辺はもっと踏

み込んで話しすべきやと思うんですけれど

も、いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今、上田議員物すごい

こと言われましたね。我々はやはり法に準じ

てこれ仕事していかなければいけません。法

を曲げてまでできるということは絶対ありま

せんので。そうした中で、その後期高齢者医

療も今県下一本になって事務を進めてやって

おるところでございます。その中で今回はこ

の国政のほうが変わってきておりますので、

これからの動向は十分見きわめてやらないと

いけないと、このように考えております。こ

の後期高齢者医療、太子町だけが県下でのい

てやっていくと、運営するというのは、これ

はもうできないということははっきり申し上

げておきます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、こんな論議やりとう

ないんやけど、何も私、法を曲げて、そんな

もんやめとかなんとか、そんなこと言うてな

いがな。ただ、やっぱり住民の声を代表して

声を上げたらいかがですかということ言うと

んねや。そういうことをしていくのが行政の

仕事でしょと。行政というか町長の仕事でし

ょ。もちろん議会もそうですけれども。だか

ら、そこを私は聞いとるんです。国からこう

せえ言われたから無条件でそうする、それは

仕事やから、法に決められたことはやらない

かんということはだれでもわかっとると思う

んですけども。しかし、町の意思というもん

はここにあるということは私は言って構わな

いと思うんですけど、そこを聞いとるわけで

すわ。だから、そういう意思がないんやとお

っしゃるんやったらそれでもいいし、いや、

そうではないんだと言われるんやったら、そ

ういうふうに町民に対して自分の意思をはっ

きりと発信していくということが僕はこれか

らの政治のあり方だと思うわけなんですけれ

ども、そこんとこを私は聞いとるわけなん

で、何も法を曲げて施策をどうこうというよ

うなことは一言も言ってませんので。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 住民ニーズをつかん

で施策を推進していくと、これは当然私ども

地方公共団体の努めでございますので、そう

いったことについては積極的に、住民の方々

が何を望んでおられるかということをつかん

だ中での施策というものはしていく必要があ

ると思います。ただ、この医療保険といいま

すか、その保険制度そのものについては、こ

れは国全体で考えることでございまして、い

わゆる昭和36年の皆保険制度からいろんな変

遷を経て１年５カ月前にいわゆる後期高齢者

医療制度そのものができ上がったところでご

ざいますので、それについて国民の皆さんの

もちろん民意はそれだけを否定したわけでは

ないと思いますね。いろんな意味で民主党の

施策についてはそれに賛同された方が多数あ

ったということでございますので、私どもと

しては、先ほどと同じ繰り返しになります

が、町としても余り大きな制度について住民

ニーズをつかんで、そこまで踏み込んでいく

ところまでには行く必要はないんではないか

と思います。やはり大きな、いわゆる国家と

しての国民の健康、医療を守るために医療制

度そのものを考えた中で１年５カ月前にスタ

ートしたものでございますので、それが住民

の皆さん方にある程度周知されたところであ

るというふうには私は思っております。た

だ、今回の民意がこういうことになったもの

でございますので、町長が先ほど申し上げま

したように、国とか県の動静を見きわめなが

ら太子町としては現行法令に沿って円滑な運

営に努めていきたいと、このように考えてい

るところでございます。 
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○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第４４号 平成２１年度 

       兵庫県太子町墓園事業特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第６、議案第44号

平成21年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 墓所返還のことがあるわけ

ですけども、120万円。この返還の理由、そ

ういうものについてはきちっと説明をしてお

いてもらいたいと、こう思いますので説明を

求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 理由につきま

しては、ほとんどの方が次の祭祀を引き継ぐ

者がいないということがほとんどでございま

すが、中には移転を考えておったんですが取

りやめといった方もございますが、ほとんど

がやはり次の後継の問題で返還というのが大

部分でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時58分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４５号 平成２１年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第７、議案第45号

平成21年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 下水道はほぼ整備されたと

思うんですけれども、当初の計画からいうと

達成率は今現在どれぐらいですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今回は人件費

の補正ですので、手許にその資料は持ち合わ

せておりません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 それ、資料がなかったらわ

からんような質問かいな。いや、あんた、課

長から部長、ずっと何年続けとんじゃいな。

大体わかるだろうがな。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 何を基準に置

くのかによってパーセントは違ってきます。

ですから、今必要としとんであれば99.9何％

だというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第４６号 平成２１年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第８、議案第46号

平成21年度兵庫県太子町前処理場事業特別会
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計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この皮革汚水前処理場に要

した費用は60億円を超えとったんかというの

は、議会だよりを含めて、そんなに使うたん

でっかというのが一般的な意見として聞かれ

ます。そういう中で、今時の補正は全体とし

ては減額補正なんですが、運転管理委託料の

63万円の減額、これはこの時点でどういうこ

となんか、説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 これは、この３月末か４月の頭かちょっと

忘れましたですけども、そのときの契約額に

よりこれだけいわゆる減額になったというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 いや、もうちょっとええぐ

あいに説明してくれ。これ折衝して、委託契

約を結んで３月にしたものが、今もう６月の

議会は済んどるし、今、何、これは、63万

円。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 これは見積入札の結果の減額でございま

す。 

 以上です。 

（桜井公晴議員「何でどいや。見積入

札の結果減額というて。いつどないし

てどないなってこないなっとるんや」

の声あり） 

 ちょっと細かい日付等覚えておりませんけ

ども、４月からの当然実施になりますので、

３月の終わりに見積入札依頼をして、その結

果４月１日からの稼働のための見積入札をと

って４月１日に新規に契約したということで

ございます。 

 以上です。 

（桜井公晴議員「その結果はわかっ

た。中身もうちょっと説明せんかい

な、それ。何でこういうふうに63万円

になる。ただトータルの話ばかりしと

ったってどないも意味わからん」の声

あり） 

○議長（熊谷直行） じゃ続けて。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ですから、見

積入札の結果63万円減額になったということ

でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第４７号 平成２１年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第９、議案第47号

平成21年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 補正とちょっと関連質問と

いう感じになるんですけども、老原の水源地

の膜処理が平成17年に完成したと思っている

んですが、この中で５年に１回膜を交換とい

うふうに当初の説明では受けたように記憶し

てるんですが、今年じゃない来年なるんです

かね。それで、かえるとしたらたしか２億円

ぐらい要ると言ったような記憶があるんです

けども、その辺答弁お願いします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 
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 交換時期についてはまだはっきりいたして

おりませんが、水量等が若干少のうございま

すので、１年ないし２年延びるんではないか

というふうな報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 佐野議員。 

○佐野芳彦議員 フルでいくと５年というの

は合ってますか。５年で大体交換というの

は。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 資料によりま

すと一応目安として５年ということになって

おりまして、やはり運転経緯、いろんなほか

の要素も絡んでくるんではないかといったこ

とから若干延びるというふうに聞いておりま

す。 

 以上です。 

（佐野芳彦議員「２億円で合ってます

か」の声あり） 

 金額については、ちょっと私そこまで記憶

いたしておりません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この配水施設改良費の内訳

をもう少し詳しく説明してください。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 これは職員の異動によりまして、要は若干

給料が高い者と安い者との差が出てきており

まして、高い者が移ったということで給料が

余っとります。それに伴います率的な関係で

法定福利費も上がっております。手当につき

ましては、住居手当と時間外、児童手当等の

減額要素があり、追加では扶養、期末勤勉の

追加で、トータル20万円の減ということでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第４８号 工事請負契 

        約の締結について（揖保線 

        道路改良工事（第二工 

        区）） 

○議長（熊谷直行） 日程第10、議案第48号

工事請負契約の締結について（揖保線道路改

良工事（第二工区））を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 この今回の工事契約の中で

太子町の工事部分、第二、第三工区、これの

完成は平成22年３月ということの説明があっ

たわけですけども、たつの側合わせて、県の

含めて、橋も含めて、一応開通は何年を予定

されてるんですかね。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 現在の実施してます工事につきましては、

一応再来年の３月、いわゆる22年度末を目標

にいたしております。しかしながら、ＪＲの

山陽本線、それをまたぐといいますか、陸橋

の施工が３年ないし４年後ろへずれ込むとい

うふうに県土木事務所のほうから聞いており

ます。ですから、いわゆる中央幹線、龍野中

央幹線から沖代線の沖代までの揖龍南北幹線

の完成につきましては、３年ないし４年先に

なりますから、５年ないし、今現在から５年

から６年先に完成するといったことでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今回の工事請負契約の締結
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については、資料を含めて説明がありますよ

うに、西川組との工事請負契約で8,379万円

と、こういうふうな形であります。予定価格

に対しましては99.02％と、異常中の異常で

あると思うんですが、そう思わないのかどう

か。 

 それから、最低制限価格を公表した上でと

いうことの説明がありましたが、資料並びに

議案の中には最低制限価格の明記がありませ

ん。なぜここに明記しないんですかね。その

説明と、それから制限つき一般競争入札と、

こういうようなことを説明をしているわけで

ありますが、制限内容について説明を求めま

す。 

 それから、制限を厳しくすればするほど参

加できる業者が限定をされて談合もしやすく

なると、私はそう思うんです。そういう点か

ら、この契約について当局はどう見てどう対

応するかが問われます。その点の説明を求め

ます。 

 それから、一般競争入札というのは名ばか

りで、私は指名競争入札よりもたちが悪いと

思うんです。その点について説明を求めま

す。それは先に言いましたように、厳しくす

ればするほど参加業者が限定されるというこ

とですね。そういう点から言ってます。 

 最低制限価格の公表は、これまでも一定の

ときには功を奏しましたけれども、せんだっ

ての建築工事なんかは最低制限価格で同札で

入札をすると、こういうなことがありました

けども、この公表は結局予定価格を逆算しや

すくすると。結果的には予定価格の公表に等

しくなると思いますが、そうと違いますか。 

 それから、さらにその結果として99.02％

と言いましたように高い買い物をしたことに

私はなると思うんです。大きな費用を要する

工事請負契約において高い買い物をするとい

うことは、税の使い道としてももっと真剣に

対応すべきだろうと思うんですが、その点説

明を求めたいと思います。そうでないと言え

るなら、なぜそうでないと言えるのか、説明

をしてください。 

 それから、前の一般質問等でも言いました

ように、ここから漏れた業者の代表格の人

が、自分のとこは外されたと。競争していこ

うとする者を外すということは、こういう仕

組みに対してうまくないからだろうと、こう

とも言っていたりするわけでありますが、ま

さに図星ではないかと思うんですけども、そ

の説明を求めます。 

 制限等の内容については説明をした上で、

当該この業者がこの入札に参加したのは、落

札をした西川組と工成建設、交邦、塩谷運輸

建、永岡組、ハマダ、前田組、前田建設、柳

土木興業と、こういうことでございますけど

も、これらの業者以外にこの地域でこうい

う、よくわかりませんけども、参加資格的な

制限を加えたものによって排除されるべきも

のが結局入りたくても入れない条件になっと

るものもあるんだろうと思うんです。そうい

う点からこの二工区と三工区の兼ね合いを見

ましても、二工区で落札した者が三工区では

抜けとるだけで、同じメンバーが同じように

応札をしとるということになってますわね。

結果が高値落札にいずれもなっとると。こう

いうことですから、きちっとそれらのことに

ついて説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 私の答えられる範

囲でお答えをいたします。 

 まず、１点目の99％の落札率が異常ではな

いかということなんですが、これは私ども

常々申し上げておりますように結果としてこ

うなったということしかお答えのしようがご

ざいません。 

 それから、これの参考資料でもって最低制

限を明記してないのは別に特に理由はござい

ません。意図的に外したものでもありません

し。ただ、ここに、街づくり課がこの資料を

作成しておりますが、入れておけばそれはそ

れでよかったんだろうというふうに思ってお

ります。 

 それから、制限つき一般競争入札…… 

（桜井公晴議員「金額」の声あり） 
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 え、あ、最低制限は、これ税込みで申し上

げます、6,442万1,700円、6,442、1,700でご

ざいます。 

 それから、制限つき一般競争入札に付して

おりますが、制限内容を申し上げますと、太

子町に本支店を置く者、姫路市の網干区、勝

原区、余部区に本支店を置く者、それから特

定建設業の許可を持っている者、土木の経営

審査、経審の点数が830点以上の者というこ

とでございます。 

 それから、制限を厳しくすればするほど談

合ということについては、私ども何とも答え

ようがございません。 

 それから、制限内容であと何点かご質問を

いただいておりますが、大体これ今申し上げ

ました太子町本支店、それから姫路市の中の

網干区、勝原区、余部区の本支店、特定、経

審830点以上ということでくくりますと、私

どもの予想では大体13社か14社ぐらいが該当

するというふうに踏んでおりました。ところ

が、いざ実際にふたをあけてみると、この９

社の申し込みしかなかったというのが現実で

ございます。 

 それから、高い買い物というふうに表現さ

れますが、これも先ほど申しましたように結

果がそうであったということしか言いようが

ございません。 

 それから、漏れた業者、私も大体想像はつ

くんですが、そこの会社の方が私のとこに来

られましたが、意図的に外されたというふう

なご質問でございますが、現実はその会社は

この条件に合致する町内支店を有しておりま

したですが、昨年の12月に町内の太子支店を

廃止いたしておりますので、廃止しなければ

当然この入札、二工区も三工区も同じでござ

いますが、参加できたというところが現実、

事実でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井議員。 

○桜井公晴議員 入札執行者に聞きます、あ

とは。最低制限価格を公表することが結局は

結果99.02を生み出すのはなぜかと。だか

ら、いつもこういうことをやっとると、類推

ということを町は何回も何回も言うてきて、

結局類推を安易にできるようにしている、そ

れに町がそういうことを後生大事にやっとう

からそういうことになるんだと私は思うんで

す。だから言ってんです。それで、そうは思

いませんかと、異常中の異常やと。こんなも

ん異常中の異常や言えんなんだらおかしいん

ですよ。100に近いような数字。もう100と言

っても過言でない。そういうようなことを平

気でやらせといて、結果をこういうふうに生

んどって、結果やからしょうがないと。そう

いうようなことの執行のほうがおかしいん

だ。私はそう言よんですよ。だから、そうい

う点では執行者がどうかということについて

説明を求めます。 

 それから、制限つきというのはいずれかを

排除することになるんです。だから、結局、

今の説明でも十三、四社があると思うと。し

かし、応札、参加した者は８社ないし９社や

と、こういうようなことであります。そこら

のことは少なくとも地域条件を限定するわけ

ですから、同じような資格を持った者でも入

れないと、こういうような状況が生まれる

し、競争性を阻害するということになりま

す。だから、結果として高い落札になる。そ

れはもう申し合わせたようになるからこうな

るんです。次の第二、第三工区では、第一工

区で落札した者が外れとうでしょ。見たらわ

かるんやから。何で外れるかや。また、条件

で、第二工区で参加した者は、落札した者は

第三工区では入れないという条件をつけとっ

たんなら別ですよ。そうじゃなくて、条件の

中には、今説明がなかったわけですから、そ

ういうものはない。その中で、互譲の精神で

ここでやっとってんか、それは知りまへんけ

どな。だけども、こういうようなことが起こ

っているということは、応札する参加業者が

同じだからです。それほど不可思議なことは

ないと思って、首をかしげてあり方を再検討
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するという姿勢に立てないのかなと。立てな

いよりも立たない。初めから立つつもりがな

いと。こういう結果じゃないんですかね。そ

んなむちゃくちゃなこと私はないと思うんで

す。だから、談合もしやすくなると言ってる

んです。 

 それと、一般競争入札というてもほんまに

名ばかりで、13社でも12社でも11社でも、ほ

ぼこういうものについては経営事項審査の

830点とか、太子町、姫路市の網干、勝原、

余部に本社、支店がなければ参加できないと

なりますと、ほぼ業者間でも指折り数えれば

わかる話ですね。今、十三、四社言われるけ

れども。そういう中で参加業者が決められて

いくようなことがあってはならないと思いま

すので、私はそういうことを危惧し言ってお

ります。結果は高い買い物で、結果のことや

と。しかし、結果が大事ですわ。むちゃくち

ゃですよ。こういうようなことがまかり通る

から問題があるし、財政、いわゆる税金の、

もっと考えて税金の使い方に執行に神経をと

がらすべきやと、こういうふうに思います。

そういう点からどうかということと、その辺

のところも説明を求めておきたいと思いま

す。 

 この条件、私は、一応どこでも出てくるこ

となんですが、この入札の段階までに業界の

新聞なんかでは情報を流す、そういう中で、

今説明がございました中で、わざわざ番号を

打って、主な資格というのは太子町が言うと

んだと思うんですけども、土木一式工事の業

種において競争入札に参加の資格を有する

者、これが何社あるんか、ここで。それか

ら、土木一式工事に係る建設業法上の特定建

設業、今説明がありました、その許可業者が

何ぼあるんかと。ほんで、そのリストはどう

なんかということ。それから、資格者の住

所、太子町、それから今説明がありました網

干区、勝原区、余部区で本支店を有する、こ

の業者がそれぞれ太子町で、あるいは網干

区、勝原区、余部区で何社存在するのか。

14、15というのはそういうことからできてき

とうはずですね。そういう説明で。ほいで、

経営事項審査の時点で総合評定が830点。も

うリストをつかんでなかったら、資格を排除

するわけですから、リストをつかんどるはず

ですね。つかんでる中で830点以上を含めて

十三、四社があると、そういうふうに見てい

るならば、それらのことも説明できるはずで

す。私はなぜこんなことを契約の締結のたび

に言うかといいますと、結局は最低制限価格

を公表して予定価格を割り出し、それに近い

数字で応札をし落札をすると。それが99％を

超えとるというようなことになってるから問

題にしてるんです。それらの説明を再度求め

ます。 

 それで、私は最低制限価格はやはり公表で

はなくて、いわゆる最低制限価格あり、ある

いは最低制限価格なしと、こういう形で制限

を付さない一般競争入札が当然だと思うんで

すね。そうすることによって競争性も透明性

も公平性も確保ができるということでありま

すから、それらに即刻移行すべきやと、この

ように思いますが、いかがか。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） ちょっと補足説明

をいたします。 

 第二工区を落札した者が外れるというご指

摘なんですが、公告の中には第二工区を落札

した者は第三工区には辞退してもらうといっ

たような条件はつけておりましたので、それ

を私のほうから補足説明させていただきま

す。 

 それから、条件の関係で業界新聞の情報と

いうことなんですが、先ほど私が申し上げま

した経審830点以上、特定建設業、それから

住所要件、これで13、14と申し上げましたで

すが、これらの条件に合致する者が13、14と

いう意味でございます。ですから、網干区の

中に何社とか、どこどこに何社とかという説

明ではございませんので、ここで補足説明を

いたしております。 

 それから、制限つきの関係でいずれかを排

除するということなんですが、どうしてもこ
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れ無制限に幅広くという恐らくご意見なんで

しょうが、それではとてもじゃないですが仕

事は前へ進みませんので、ある程度の制限を

つけなきゃしょうがないというのは、これは

本町だけではございませんので、その辺私か

ら申し上げておきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 最低制限価格を公表

することによって類推できるというご指摘で

ございます。これについては、過去の例から

いっても類推はある程度データ的にとってお

れば可能ということも、これは否定はいたし

ません。各地方公共団体いろんな公表の仕方

をしておりまして、予定価格を公表してると

ころもあり、最低制限価格を公表していると

ころもございます。もちろん公表してないと

ころもあるかもしれませんが、言われました

予定価格あるいは最低制限価格を公表してる

ところも多数ございます。太子町としては現

在最低制限価格を公表して執行させていただ

いてるわけですが、ただご指摘のように当初

は非常に効果があったように思いますが、そ

の後効果がないものもありますし、またすべ

ての人がその最低制限価格に入札して、くじ

によって結果が出るという場合もありますの

で、一概に絶対おかしいといいますか、最低

制限価格を公表することが悪いというもので

はないというふうに判断いたしております。

ただ、制度というのは生き物でございますの

で、いろんな手法もあると思います。この間

も総合評価方式で１件させていただきました

が、それで十分であったかどうかという反省

も踏まえておりますが、太子町としては、今

年度については、最低制限価格を公表した中

で業者さんの競争といいますか入札をしてい

ただきたいというふうに考えております。 

 一般競争入札と言いながら名ばかりでおか

しいんではないかと言いますが、制限つき一

般競争入札ということにいたしております

が、これについてもやはり先ほど課長が申し

上げましたように、ある程度の制限というも

のはどこの自治体でもしておりますので、そ

れがどこまでの範囲かということの方法はい

ろんな意味で考えていかなければならないと

思います。今回の件については、先ほど来出

てますように、特定建設業を持っておる業者

あるいはある程度の施工能力がある業者とい

うことを考えれば13社なり14社の中での競争

していただく状況でございましたが、結果と

して高い率であったということでございま

す。 

 それから、執行に当たっての注意という

か、もっと考えなければいけないのではない

かというご指摘でございますが、もちろん私

ども住民の方々の血税を預かって住民福祉の

向上のためのいわゆる道路建設に当たってる

わけでございますので、その辺は十分心得て

いるつもりでございます。これからも制度の

改正に当たっては十分研究しながらいい方法

を見つけていきたいと、このように考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 我々も議員でありますの

で、当局も議会はいろいろとうるさいこと言

うなというふうに思われておるかわからんの

ですけれども、しかし我々は逆に今度町民か

らしっかりせえと、ちゃんと仕事しよんかと

いうことを絶えず見られておりますんで、こ

れはやっぱり我々の仕事として、ただすべき

はただすというつもりでおります。 

 ほぼ100％に近いものが２つ出てきたと。

この間は小学校の入札であんな結果が出てき

たと。非常に異常な状態が続いとるわけなん

ですね。でなかったら、わざわざこんな質問

するわけやないんですけども、こういう異常

な状態が続いた中で、私はこの今度の入札の

仕組みを考えた人はかなり頭のええ人やな

と。こんな入札の仕組みがあるんかと。ほい

で、当然こういう仕組みになったらまあ大体
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どこが落とすなというのは私でも推測できま

すから、うまく仕組んだもんやなとは思いま

す。これ、だれが仕組んだんですか、この入

札の仕組みというのは。僕は頭のええ人や思

とんで、職員の中でだれが今回こういうこと

を仕組んだのかぜひ知っときたいと思います

ので、答弁をいただきたいと思います。 

 それと、検証する一つの方法として、この

揖保線のたつの、それから姫路、これはもう

入札が済んどんですかね。もし済んどった

ら、ここの落札率はどれぐらいになったの

か。当然こんな異常な状態が続いてますん

で、関心を持たれてその辺は調査をされてお

ると思うんで、もしご存じでしたらお知らせ

をいただきたいと思います。でないと、本当

に私この結果を、これ議会はやっぱり賛成か

反対かを迫られるわけなんですね。その辺が

やっぱり明らかにならん間にこれ賛成したと

いうたら、あなた方は必ず議会が賛成したさ

かいにということをおっしゃると思うんです

わ。そうすると、議会の責任は非常に重たい

んですね。ですから、その辺をきちっとやっ

ぱり明らかにしていただかないと、私として

はこれに賛成をしかねるんですね。だから、

今私が言ったようなことについて、わかる範

囲の説明をいただきたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 仕組みという言葉

でおっしゃいましたですが、これ当然入札担

当課、財政課が主管課として業者の範囲、地

域の範囲、そういったものを関係課、例えば

これ道路ですので街づくり課、もちろん部

長、副町長と上がっていきますが、私どもの

ほうで大体の範囲、それから点数、特定建設

業、もろもろの条件は基本的には私のほうで

考えます。 

 それで、後になって申し上げますが、先ほ

ど小学校のことも言われたんですが、大体小

学校のときで姫路市も範囲で、たつの市も範

囲をして、そこで、ちょっと小学校のときは

点数覚えておりませんが、何点以上、特定と

いうことで縛りをかけたときに40社ぐらいあ

ったと思うんですけども、その中でさらに公

共建設物、公共、学校建築物ですので、過去

10年以内に5,000万円以上の元請の実績のあ

るところという条件は付したわけです。ただ

し、これは私どものほうではわかりません。

恐らく40ぐらいあれば、10年以内に元請とし

て5,000万円以上を請け負ったところが大体

十七、八ぐらいだろうというふうに踏んでお

りました。そういうものを踏まえまして、こ

の今回の揖保線の道路工事、土木と建築とは

違うわけですけれども、大体先ほど申しまし

たように十三、四ぐらいの、特定の何点以上

ということになればなるだろうというふう

な、小学校から一連の流れでもってこの揖保

線道路改良工事の範囲を限定したわけでござ

います。どこが落とすかとかというご質問が

ありましたですが、それは私どもには一切わ

からないことでありまして、当たり前のこと

でございます。 

 それから、たつの市のほうのこの揖保線関

係の入札は、私どもではどう発注してるの

か、どうなのか、姫路市なりがどうなのかと

いうことは私は存じておりません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 こういう100％に近い入札

の状態が続いたときに、普通は何でこんなこ

とになるんだろうということに私は疑問を持

つのが当たり前やと思うんですよ。他の市町

村は一体どないしとんだろうと。特にこれ揖

保線は姫路市もたつの市も全部同じような工

事内容なので非常に比較がしやすいと。した

がって、調査もしやすいと思うんですよ。た

だ、調査した結果がこうやったとおっしゃる

ならまあそうかなと思たんですけれども、全

然問い合わせもしてないし調査もしてないと

いうのは私は非常におかしいんと違うかな

と。もっと、きちっと。だから、この金額の

99.何ぼというのは結果であっておかしくな

いというような解釈をされてるんかなと、私

はそういうふうに思うわけなんですけれど

も、我々はこの結果を踏まえておかしいんと
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違うかと思てますんで、その辺は当局の思い

と私の思いとは全然違うわけなんですけれど

も。 

 それと、小学校のときの過去に5,000万円

のどうこうという話がありましたですけれど

も、あれちょっときょうの話と違うんですけ

れども、あれも今ここへ来て、平成８年から

９年にかけて、新聞にも出てましたですけれ

ども、倒産、それも中小企業の倒産が物すご

い件数で、金額的には大して伸びてないとい

うよりも、去年、おととしぐらいよりも若干

金額は少ないんですけども、件数としては３

倍ぐらい増えとるでしょ。ということは、ど

んな倒産が起きようかというたら、いわゆる

中小の企業の倒産が増えてきようということ

が見てとれるわけなんですけれども。ですか

ら、過去に学校の建設工事をしておったとい

うようなことは余り参考にならんと思うんで

すよ。学校というのは一番建築としては単純

な構造のもんなんですね。むしろ住宅とかホ

テルとか、ああいうもののほうが複雑で、技

術的なものが要求されるんで、こんな学校と

か、例えば貸しオフィスとかというようなも

んはそんなに難しいもんやないでしょ。建て

て内装さえすりゃそれで済むもんですから

ね。そやから、むしろそういう過去の実績が

どうこうということよりも、今現在どうなの

かという、そういうことの、ここ二、三年の

会社の経歴、実績見たらもうすぐわかること

なんで、行政の一番の問題は、例えば森興業

にしても、あんな瓦れきを、瓦れきというの

は、コンクリートやかわらをちょっとあっち

動かしたりこっち動かすことですら経験がな

かったらあかんちゅうようなね。その経験主

義とか、そんなんはもうやめたらどうですか

な。もっとそれよりも自分らできちっと一定

の審査基準を持って、みずからがやっぱりき

ちっと業者を選択する目を養うというか、そ

ういうものが私はこれから要るんやないかと

思うんですけれども。100％に近いこの結果

について、あなた方はやはり結果がこう出た

からそんなもんやというふうに、それだけで

済まされるおつもりですか。それとも、そう

でない、何でこうなるんだろうと、改善をす

る余地があるぞとおっしゃるのか、その辺を

再度お伺いいたします。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） おかしい、結果

云々の話になるわけですが、これは事実は先

ほど申し上げたと同じで事実でございますん

で、おかしいとか、いや、正しいとか、どう

やとかということを私は論評するつもりはご

ざいませんが、ただこれが一つ何らかの理

由、何らかの理由と申しますのは、例えば地

域の問題なのか、数の問題なのか、経審の点

数の問題なのか、その辺のところは今後担当

課としては考えていく必要はあるだろうとい

うふうに思っております。 

 それから、話を蒸し返して何ですが、学校

云々の話でございますけども、これは確かに

倒産云々、今経営状態がいいかどうかという

ところは、私どもは経審の内容を見るぐらい

しかわかりません。それで、その会社が、い

や、今倒れるんだろうか、いや、今べっちょ

ないんだろうか、いや、どうなんだろう、堅

実なんだろうかというところは私のほうで

は、極端に言いますと県の、業者が県に出し

た経審の写しを、私どもへ持ってくる書類、

ペーパー１枚でしかわかりません。それはあ

くまで私どもは点数を把握するためだけのも

のでございますから、そういったところ、倒

産云々についてはわかりません。ただ、学校

の事業につきましては、これは学校、箱物だ

けではなしに道路もそうなんですが、国庫補

助がついてくる場合がございますんで、やは

りそういう国庫補助事業になれた業者という

意味で実績を5,000万円以上とか、そういう

ふうな実績を付したものでございます。技術

的なものは点数等で何とかわかるわけでござ

いますけども、あと事務的な処理、国庫補助

事業、役所の関係特に書類が多いといったよ

うなことはもちろん業者の皆さんよくご存じ

なので、そういったところも含めての過去の

実績というふうに判断したわけでございま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 以前に、いわゆる信用金

庫、これ余りそれ大っぴらに言うと何なんで

すけども、信金あたりが金を貸す場合に担

保、担保主義でやってきたと。それが小泉改

革の中で、担保主義よりも経営の中身のその

実績で、担保なしでも融資をせないかんとい

うことで、そういうふうに変わったと思うん

です。その変わった途端に、これ笑い話みた

いな話なんですけども、信金の貸し付けの人

が企業の決算書の見方がわからなんだちゅう

ような、もうほんまにびっくりするような話

が飛んで出たわけなんですけれども、今地方

の時代というて権限が国から地方へどんどん

来たときに、今はまだ国から県へ来て、県か

ら町へ来るわけなんですけれども、まだ町は

県に頼っとるんかなという気がするんですけ

れども、もういよいよ独立独歩の道を太子町

は選んだんですから、もう県の呪縛から離れ

て、やっぱりみずからがすべてを決定するぐ

らいな気構えを持って、例えばこんな入札の

場合でも企業から過去３年分の決算書を出さ

せれば、そんなに難しいもんじゃなしに、大

体企業のその業績というもんはわかるわけな

んですよ。それと県の資料と合わせて業者を

選ぶというようなことは僕は至極簡単やと思

うんですけどね。なぜそうことを僕はやらな

いのか思て不思議でしゃあないんですよ。決

算書３年分とったらほとんどわかりますよ、

中身、企業の。だから、何も県がどうこう言

うたと、県がどないや言おうと、そらまあそ

れは一つの参考資料として県の資料も確認す

る必要はあると思いますけれども、自分らの

目で自分らが考えて確認すりゃ僕はそれで済

むことやと思うんですけれども、そういう考

え方はできませんかね。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） おっしゃることは

なるほどそうかなというふうに思うところも

ございます。ただ、私どものほうにそういう

権限が与えられておりませんので、またそう

いう時代が来れば、末端の市町村もそういう

ことができるような時代になれば、それはそ

れ相応に対処していくんだろうというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 しかし、権限が与えられて

ないというのはどういうことかいな。私はち

ょっと、入札執行というのは法と財務規則に

基づいて行うわけですからね。違うんかい

ね、副町長。いや、そっち聞きようへんね

や。権限の問題聞きよんねん。そこで、それ

でええねや、もう。そういう通り一遍な質疑

をやっとってもあかんので、本当に、再度伺

うけれども、99.02が異常でないと思とん

か、執行者は。 

 それから、最低制限価格、結局は類推のも

とになっとるじゃないかと。なってないか。

同じことやっとったらイタチごっことか追っ

かけっこというてようここで答弁ありました

けども、類推ということもおたくらが言った

ことや。だから、必要な手段を巧みに考えて

行使することが私は大事やから言よんです

わ。そして、競争性がやっぱり確保される

と。これは競争性が確保された結果とは言わ

れへんやないかいな。ほぼ決まった者が入札

をする。結局は太子の業者がここで一応いず

れも落としとんでしょ、本社の。二工区も三

工区もそうでっしゃないかいな。だから、そ

ういうような仕組みに結局いろんなことを言

いながらもこれらが参加してくる。その中で

はここの業者が落とす。そういう手続になっ

ていくような、手順になっていくようなもの

じゃないかと。そういうふうにどっから見て

もそう見えるんで、談合がしやすく、ではな

いかと。制限をつければ、きつくすればする

ほど。ほいで業者が絞られる。だから、指名

競争入札よりもたちが悪いというのはそこに

もあると。ほんで、最低制限価格はつける、
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総合評定点が830というたら、劣悪な、いい

仕事を提供の、受けるというようなことも、

ここで一応こんなことを縛って最低制限価格

をさらにつけると。もう価格保証しとんと同

じやないかいな。だから、そういうあり方よ

りも、その都度必要な執行を考えればええん

ですね、今回の入札については。先ほど私言

いましたように、最低制限価格を設けるか設

けないかは、それはまた執行者の姿勢による

わけですから。それから、なしにするという

ことも執行者が決めること。それぞれ自治体

がそれぞれ執行するものは決めることなんで

すよ。どっかに決めてもらうことでは決して

ないと。ここで決めて、ここで執行すること

やと。そういうことじゃないですか。違うん

ですかね。私が間違うとったらそれは言うて

もうたら結構やけど、ここで決めてここで執

行することや。それがどっかの規制があるも

のでは決してないわけですから、その点をは

っきりさせていただきたいと。それは法律と

財務規則でしょ、もとは。それで、高い買い

物やと私は思うんで言よんです。結果として

高い買い物になっとると。なってないと言う

んやったら、なってないと、何で、高いとい

うことに結果としてなりましたなあと、これ

はほんまにかなわんなあと言うのは当たり前

やろうがね。税金を預かり、福祉の向上のた

めの施策を講じるんやと言うて今答弁あった

とこや。そういう立場ならもっともっと考え

て対応しないといけないし、その点が必要な

ことだと思うんですよ。それでこそ公正で透

明性を確保した、競争性の確保された入札、

執行ではないかと、こう思うんです。先ほど

も、事前の公告の中で二工区で落札した者は

三工区には入札の参加を与えないと。これは

もう公告したと言うたんですな。それは確認

しておきたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 99％が高いと感じて

るか安いと感じてるとか言いますが、そうい

う意味でいえば結果として高かったなという

のは、これは感想的にはもちろん持っており

ます。最低制限価格と予定価格の範囲内で競

争した結果が高いところに入ったというとこ

ろでございますので、これは結果としてそう

いうことが生じたというふうに考えておりま

す。競争性の確保の中で、たまたま今回の場

合はいわゆる町内業者がとっております。や

はり競争性という中で、これは町内がとった

のを見れば、単純に言えばやはり近くの業者

のほうが地元もよく知ってるだろうし、近く

にいわゆる設備等といいますか車等もありま

すので、そういう意味でやはりいろんなこと

を考えれば安くなるんではないかというふう

には想像はいたしますが、いずれにしても入

札の結果ということで99％の落札率になった

ということでございます。 

 それから、一番最初のいわゆる規則でどう

のこうのというお話がございますが、もちろ

ん最低制限価格を設定する、あるいはなしに

するということは、これはある程度執行の範

囲内でできますが、ただ太子町の場合はやは

り品質の確保というところでの最低制限価格

を設定し、その中で最低制限価格を公表いた

しているところでございます。上田議員がお

っしゃったその決算書云々の３年というよう

なことをおっしゃった中では、それを求める

ということになれば、これはやはり内部的に

もそういった、いわゆる規則といいますか、

そういうようなこともつくらなければいけま

せんし、各地方公共団体見てもそういうよう

なことをしているところはございません。し

たがいまして、太子町としては兵庫県下やっ

てる地方公共団体の方法の中でよりよいもの

を求めて執行していきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 それから、高いと感じへんかというような

こともおっしゃいましたが、先ほど申し上げ

ましたように、予定価格と最低制限価格の中

で予定価格に近いということであったので、

高いという感じはいたしております。私ども

としても、先ほど申し上げましたが、やはり

血税を住民福祉の向上のために使っていくわ

けでございますので、できるだけ安いにこし
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たことはない、品質がよくて安いものを求め

ているということは間違いのないところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 重ねてお答えを申

し上げます。 

 二工区を落札した者は三工区に入れない旨

は公告しております。 

 それから、これ入札の順番が二工区が先か

三工区が先かわかりませんので、三工区の公

告の中にも三工区を落札した者は二工区に入

れないといったようなことは公告いたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はこういう異常な高値落

札になり、先ほども答弁でもありますよう

に、血税を預かり住民福祉の向上のために使

うという基本的な立場が明確であれば、異常

な高値落札であることを肝に銘じるべきだと

思うんです。それが感じられない。そして、

これは異常だということから入札制度の改善

も始まるわけですから、その姿勢が問われて

おるわけであります。結果として、ばっかし

を言うとるようではあくまでもこの血税を預

かってという立場が欠落しとんではないか

と、このように思います。 

 この制限と制限を付さない一般競争入札の

中で今回一応経営事項審査の直近の830点と

いう以上は、少なくとも830点を総合評定で

きる企業であれば、少なくとも最低制限価格

があろうがなかろうが責任施工ができると、

そういうところではないかと思うんですね。

そういうことも含めて最低制限価格を公表し

て予定価格を類推できるような、逆算できる

ような仕組みは即刻改めないといけないと。

それは無駄遣いにもなるし、住民福祉の向上

のために使うということとは逆行すると、こ

のように思います。 

 それから、その都度と言うておりますの

は、予定価格を漏らさない限り最低制限価格

をやめますと、それにふさわしい自分とこの

利益も考えて応札があると。よその例でもあ

るわけですから、そういう取り組みをするこ

とによって競争性がしっかり確保できると。

制限価格は品質の確保のためにというけれど

も、品質の確保どころやない。高値でとった

ら折れて曲がりますやないか。そういうよう

なことをさせてはならないし、品質の確保は

830点で事足りとると。これだけあれば、す

べてどこであろうと制限をこれだけにしとけ

ば最低制限価格もまた必要はないと思います

し、予定価格を後生大事にきちっと実勢に見

合って予定価格を設定する、これも当たり前

のことです。だから、その上に立って取り組

むことによって、いわゆる財政をしっかりと

血税を無駄のないように、また福祉に使える

ように執行できるし、また企業間のこういう

競争もしっかり確保できる裏づけにもなって

くると。それがひいては法律並びに財務規則

にもしっかり結びつくと。それを地でいくこ

とになるということでありますから、これら

のきょうの入札の執行をただしましたことに

ついて、あくまで高値で競争性も確保されて

ないと、こういうことから反対をいたしま

す。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私は普通95％以上では談合

やと、これは世間の常識ですけれども、まし

て99％を超えて100％に近いような今回の落
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札金額でございます。これ税金ですからね。

同じやないですけども、無駄は省くと。なる

ほど私は日本の国を含めて地方も含めて今ま

で壮大な無駄遣いをしてきたんです。もうこ

の辺でそれはもう過去のことにしたいと。ま

た、これからも無駄遣いを流すわけにいきま

せんので、そういう面から私は反対いたしま

す。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第48号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第48号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第４９号 工事請負契 

        約の締結について（揖保線 

        道路改良工事（第三工 

        区）） 

○議長（熊谷直行） 日程第11、議案第49号

工事請負契約の締結について（揖保線道路改

良工事（第三工区））を議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 二工区との、先ほどもただ

した内容と私はどちらでも同じようにただし

ておかないといけませんので言いますが、ま

ず最低制限価格を公表しとんだったら、これ

幾らかということは説明してください。 

 それから、これは98.15％で、さらにこれ

も異常中の異常やと、そう思うんですね、私

は。税金の無駄遣いにもつながると、これを

改善しない限り。 

 それから、第二工区で落札した者、あるい

はいずれか落札した者、第二工区、第三工区

で落札した者は次のものには入れない。これ

は太子の業者が２社やったからですか、直接

的には。そういうふうに見えるんですよ、ど

っから見ても。だから、二工区でちゃんとこ

ういうふうになるような形になっとるように

見えるんです。競争させるならどちらも１つ

とろうと２つとろうと別にええ言うてきたん

でしょう、今まで、町は。私はもう手持ちの

ものがある限りは次は参加資格を与えない

で、そうすべきやと、あちこちでそれやって

ると、そういうことをここで何回か言いまし

たけど、それに答えようとせんと、今回は落

札したら次のものには参加できないという縛

りをかけたと、排除規定を設けたと。こうい

うことはどういうことなんですかね。 

 多くの企業がこういう入札を続いて仕事を

受けるということは悪いとは思いません。し

かし、御都合主義でやってるとしか見えない

んで尋ねてるんです。それはどうかというこ

と。 

 それで、再度確認しますけれども、最低制

限価格を公表したら今までの推移からいうて

計算したら、ほぼ何ぼが予定価格、聞かなく

ても出てくるようなことになりませんか、今

まで全体にやってることから見たら。それを

手助けしとると言われてもしょうがないんじ

ゃないですか、これずっとやるということ

は。だから、そういう点では私が先ほども言

うたように、予定価格を公表しとるに等しい

と私は思うんです。そうじゃないんですか

ね。 

 それから、先ほども一般的には830点とい

うのは相当なことでないと830点にならな
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い。そういうものが、これだけを仮に信用す

るとするならば、あとは制限も一切ないとい

うのが当たり前じゃないですか。これだけで

いんじゃないですか。それ間違ってますか。

これだけの830点を総合評定値がなっとる業

者であれば、土木工事においてですよ。どな

たでも来てください。そして、大いに競争し

てほしんやというのが姿勢じゃないんです

か。それも間違ってますか。町にその姿勢が

ないからせんだけのことじゃないんですか。 

 ほいで、先ほども言うたように、太子の業

者が２社あって、それぞれどちらかが受けた

らどちらかがへっこむと、こういう形の中で

なっとる、結果としてもこれもなっとるよう

に思います。だから、やりやすいようにして

いるようにも見えないではない。こういうふ

うに思うんですけど、いかがかと。 

 それから、制度的には最低制限価格の公表

じゃなくて、最低制限価格は要らないから最

低制限価格なしという条件で一般に公開入

札、一般競争入札を付すべきではないかと僕

はそう思うんですけど、くどくど言いますけ

ど、それが税金を無駄遣いしないし、また血

税を福祉に生かす道だと。ほいで、公正で透

明性を確保した、また競争性が確保された入

札になると思うんですけど、いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） １点目の最低制限

価格についてお答えします。税込みで

8,171万9,400円、８、１、７、１、９、

400でございます。 

 それから、いずれかの落札をした者は入れ

ないというご質問で、これ太子の業者が２社

やからかというご質問で、はっと私今思いま

して、なるほどそういう見方があったんだと

いうふうに思って今驚いております。 

 それから、通常におきましては技術者の

数、契約本数を見ており、重なるようなこと

のないようにいたしておりますが、以前にや

りました学校関係でも町内で大きな億という

工事２本続けて発注する場合、これ偶然重な

る場合もございますんでそれはないだろうと

いうことで、学校のときも同じように、どっ

ちかをとればどっちかは入れないといったよ

うな公告をいたしております。 

 今回のこの土木工事につきましても、同じ

ところで同じ場所で揖保線ということで、可

能性として２本とる可能性もありますので、

それはないだろうという意味でもって片一方

の入札をとれば片一方は入れないといったよ

うな公告をいたしております。 

 それから、830点とか、そういうだけでい

いのではないかという問題につきましては、

私どもとしては無制限にするわけにはいきま

せんので、ある程度の歯どめは、歯どめとい

いますか、制限はこれからもつけていくとい

う考えでございます。 

 それから、制度的な問題でございますけど

も、最低価格の公表は要らないということで

ございますけども、これは先ほどから副町長

が重ね重ね申し上げているところだというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 議案第48号で申し上

げたとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 ２つ別々に私聞きょんや。

だから、一つ一つ高い、異常やということは

異常と、私は異常やと思うから言よんや。あ

んたら異常でないと、異常じゃない言うたっ

たらええが、ほしたら。私は異常やと、こな

いして続くということは。それで、異常なこ

とが出てきている背景に入札の執行のあり方

があると言うとんや。問題ないか。問題があ

ると私は思うから言よんや。 

 ほいで、一方では血税を預かる以上はそれ

を住民福祉の向上のために使う財源なんだと

言うとると。そういう姿勢があったら、異常

と見るほうが至当ではないか。これはあかん

なあ、困ったなあと、また言われると。どな

いかせなあかん。これ普通でっせ。言う者が

言うとらいと思うとってんかな。それやった
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ら、言う者が言うとらあと思うとんやと言う

てみいな。皆思とうへんのにあれらだけ言う

とるわいと。ねえ、私はもう業が沸くんや、

これね、こんなことしとったら。皆の金じ

ゃ、ほんまに。笑うとる問題ちゃうだろう、

皆の金やがな。税金やがな。少しでも安くい

いものが供給受けられるように、当たり前や

ろう。違うんかいな。 

 そういうようなことがこの入札制度の中で

工夫をしていったらいいじゃないかと。ほい

で、その都度変えることも、この年度はこう

やと、変えたってえんやし。ほいで、実勢の

状況をつかんだ上で予定価格を設定するとい

うのは、これはイロハのイや、民間も公共

も。その上で私が830点というのは830点だけ

つけとけばええじゃないかというのは、これ

だけのものが参加するんならば、まずじゃな

いんですか。そうでなかったら、830も要ら

んのや。830をつける以上は、これらの業者

がやるならば最低制限価格があろうがなかろ

うが、少なくとも品質の確保はできると。こ

ういうことじゃないんですか。今聞いたのは

そういうこと言うたんですよ。だから、前の

ことと一緒ではあかんのです。だから、そう

いう説明を求めていることと、条件を付さな

いやり方が一番やっぱり競争性、公平性、透

明性を確保する唯一の道じゃないですか、こ

こでは。それ聞いとんですよ。それ何で答え

ないんですか。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 申し上げたのは、高

い安いの関係ですけどね、まず第１番に。最

低制限価格と予定価格、その間で業者は勝負

といいますか、されるわけですので、私ども

としてはその結果が99点、ここでは98.15％

の高い落札率であった。このことの結果につ

いては私も予定価格に近いということは高い

なあという、これは感想として持っておりま

す。 

 それから、830点ということで、例えばそ

れだけでその制限といいますか、もう十分で

はないかというようなご提案でございます

が、それだけではやはり、これはどこの市町

村でもそういうことはやってないでしょう、

逆に言いますと。やはり地域的なことを考え

た中で制限つき一般競争入札というものをし

ているのが実情でございますので、そういう

とっぴなことというて、これ表現悪いです

が、私どもは各他市町がしている状況、ある

いは県においても制限つきということで、例

えば西播磨県民局であればそこのエリアでの

西播磨の各市町の業者ということでしており

ます。よっぽど大きな事業であれば別でござ

いますが、そういう意味で制限つき一般競争

入札が太子町がしている分について、いろん

な意味で改善する余地はあると思いますが、

この議案について何ら議員がおっしゃるよう

な不安というものは持っておりませんでし

た。ただ、結果として、先ほど申し上げた最

低制限価格と予定価格の間で勝負していただ

く中で高い率の落札に至ったということでご

ざいます。 

 それから、品質の確保については、例えば

830点だけで十分ではないかというご指摘で

ございますが、830点というのは１つは別の

言い方をすれば施工能力の中で、品質の確保

も施工能力ももちろんイコールの面もありま

すが、また違う面もございます。やはり余り

にも例えば低いものであれば手抜き工事とい

うことも、これは否めないというふうに考え

ているところでございます。ただ、議員がお

っしゃるように、この入札制度についてはい

ろんな意味で見直さなければいけない面もあ

ると思いますので、そういう意味で今後も財

政担当課は新しいその入札のあり方について

研究していくように考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに。 

 桜井議員。 

○桜井公晴議員 財政担当がすべての責任を

持っとんやな。今までは、これは事業課やと

かというて言うてきた。すべての責任は財政

にあるんやね。それも確認しておきたい。 
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 それから、830点、何でこれを条件に、制

限の中に、いわゆる条件ですね、条件にする

かというのは根拠がありますやろう。ないで

すか。こんなんつける以上は何で830点なん

だということがなかったらあきまへんわね。

その上で最低制限価格は要らないし、もうオ

ープンな競争をしてもらおうと。あんた言う

とるように最低制限価格と予定価格の間で勝

負したったと。それがなかったら、予定価格

の枠内やないと落ちへんがな。当たり前の、

こっちが決めとる予定価格やから。だけど、

最低制限価格は失格はないんや、もうそれが

決まっとるから。それ以下で入れるやつはあ

あ間違うたと、こういうことになるだけで、

最低制限価格に近いとこでは入れたくないわ

な、これ公表されとんやから。でき得れば予

定価格を探って、予定価格に近いところで応

札したい。これ当たり前じゃわ。しかし、予

算で金額を表示したら、そっから類推をされ

るというて今も言うとるわけやな。きょうの

補正予算でも何やかんや言いもって金額を明

示しない。ありましたな、さっきの。これま

たあと聞くことになりますけども、やはり積

算をして予算で上げる以上はこういう予定で

ありますと、しかしその中で競争入札に付す

るんやということでしっかりやれば、そんな

ことはまた排除できる要件でできるわけです

から、そういうこともはっきりさせなくて、

この入札のときに初めて金額が表に出るん

や、ここの町は。ええかげん過ぎるんや。予

算のときに金額出えへんねん。出さへんね

ん。ほいで、類推されるから公表しないんや

と。そんなことを言うときながらここで最低

制限価格から類推できるようにすること、そ

れも罪なこっちゃで、ほんまに。住民側から

いうたら血税をそんな無断使ってほしくない

と。大いに競争してもらって、公平性、競争

性を確保してやってほしいと言うて当たり前

やと思いますけどな。そういう姿勢があるか

ないかによって今後どうするかが決まると思

うんですけど、そういう点どうですか。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 最低制限価格の関係

でございますが、これ予定価格を公表してい

るところもございますし…… 

（桜井公晴議員「そんなこと言うてへ

んねん。よそでやっとること言うてへ

ん。こっちのこと言よんや」の声あ

り） 

 だから、最低制限価格を公表してるところ

もございます。 

 先ほども同じことを申し上げるようになり

ますが、最低制限価格と予定価格の間で、こ

れは業者がいろんな意味で自分とこが落とし

たい、落札したい金額ということで札を入れ

るわけでございますので、結果として今回の

場合高い率に至ったということでございます

ので、ただこういう状況が続くようであれば

私どもとしても、先ほど来申し上げておりま

すように、血税を預かった中での執行でござ

いますので、制度についてはいろんな方法を

考えていかないければならないと思います。 

 一番初めに冒頭ご質問いただきました担当

課に、財政に押しつけるんかいというような

ご質問でございますが、そうではなくて、入

札契約担当については担当課としては財政課

がしておりますので、いろんな調査研究につ

いてはそこがやります。やはりこの制度につ

いては担当課がそういうことを研究した中で

決裁の中で確立していくものでございますの

で、何も財政担当課に責任を押しつけるよう

な気持ちは毛頭ございません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私もかつては経営者として

入札に行っておりました。そのときにあなた

方はわからんと思いますけれども、やっぱり

事業家としてですわね、入札というのはもう

生きるか死ぬかのほんまの死に物狂いの戦い

なんですから、もう本当に入札の金額を決め

る前には、ほんまに血の小便が出るぐらいの

思いで入札するわけなんですよ。ただ、私は
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何回も入札しましたけど、こんな99とか、

98っちゅうな入札やったことない。怖うてで

きへん。とてもやないがここまでいかれませ

んわ。それと、ですから大概85とか、うまく

いったなあ言うて90ですわな。こんなもんや

ったですわ。ほいで、もういったときにはや

れやれやと言うて祝杯を挙げたもんですよ。

今はどうなっとるか知りませんよ。そのとき

に、例えば10社なら10社入札したときに一番

高いのと低いのと何ぼ何でも１割は違う。１

割ということなかったですわ。２割ぐらい違

いよった。これ見てみなはれな。何ぼも違う

てないやない。こんな神わざ的な入札を何で

できるんやろうと私は不思議でしゃあないん

じゃ、自分がやった経験からいうて。どう考

えても不思議なん。98、99、まあ一遍やって

みなはれ。こんな１億円の金額の中でこんな

ことやれるもんやないですよ、本当に。それ

が不思議なんですよ。したがって、私はあえ

て言わせてもろうたら、これ談合のにおいが

物すごいきつい。においぷんぷんや。でない

と、私の経験からいうて、こんなことあり得

んですわ。どこからこれ累積してきたって、

こんな精査された一番入札者、ほぼ１億円で

しょう。一番高いのが、これ見てみな、１億

800万円。こんなんどう考えてもあり得しま

へんで。だから、私はこれはどうしても、こ

れであなた方がまだこれで正常やとおっしゃ

るんなら、私はこの入札について絶対認める

わけには、まだ反省でもあって今後これを考

えないかんなと、こんなことじゃしょうがな

いなとおっしゃるんならともかくも、これが

続くとなるんでしたら、これ太子町はほんま

に税金の大きな無駄遣いと思います。 

 議員である以上私は良心があり責任ありま

すから、あなた方がこれがどうでもまともや

とおっしゃるんなら、やはりこれ認めるわけ

にいかないと思いますんで、再度当局の考え

をお聞きします。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 議員がおっしゃる結

果を見てのいろんなご意見でございますが、

私どもも先ほど来桜井議員に言ってるとお

り、最低制限価格についてはこれは公表いた

しておりますが、予定価格についてはもちろ

んそれはございません。業者の方々は仕事を

この落札のために予定価格と最低制限価格の

間で入札されて、結果としてこの議案につい

ては前田組さんがとられたということしか私

どもとしては申し上げることはございませ

ん。 

 ただ、先ほども申し上げましたが、非常に

高い率でございますので、制度としてもっと

いい方法がないかということでいろんな意味

で総合評価方式とか、あるいはインターネッ

トによる入札とかというようなことの研究と

いうものは進めていかなければならないと思

っております。総合評価方式については１件

したところでございますが、余り変化はござ

いませんでした。しかしながら、入札制度に

ついては議員各位のご意見を踏まえながら制

度の改善について努めていきたいと、このよ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 反対ですね。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 反対。最初に手挙げよった

ら、大体私は反対です。 

 先の議案第48号第二工区でも討論で言いま

したように、この件でもその立場を主張した

いと思うんですが、それはちょっと整理しと

いて、同じ討論内容で、そこはちょっと省略

いたします。ただ、先ほども言いましたよう

に、第二工区と第三工区でそれぞれ太子の業

者が結局落札をしとる。それぞれ一方が先に

とれば一方はおりるっていうような形に結果
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としてなってんですね。そういうことを含め

て私は、先にも言いましたように、異常ない

ずれも高値落札になっておると。これを異常

と感じないのはもう神経がおかしいというこ

とを再度主張したいと思います。あくまで

830点というのはこだわっておりますが、こ

れだけで十分に最低制限価格もまた必要はな

いと。もちろん公表なぞは必要ないというこ

とでオープンに競争をすべきだと。そして、

何回もおっしゃる、私も言います住民の血税

を一円たりとも無駄遣いしないように、こう

いう工事請負経費というのは非常に大きなも

のでありますから、執行のあり方に留意をし

て血税の効率的な住民福祉の向上のために使

うべきやと。あくまで競争性を確保しないと

いけませんので入札は必要と思いますが、よ

り限定されるようなことはやめて、一般競争

入札を徹底すべきやと、このように思いま

す。その点申し上げて、反対討論といたしま

す。 

 ただ、実際にこの98％と99％、いずれもそ

うなんですから、２番札を応札した者、どち

らもね、これ予定価格超えますやろう、

1.05を掛けたら。通常逆だったら失格なん

や、最低制限価格落ちやったら。その上やか

ら失格とはなりませんけども、予定価格を超

えるっちゅう形じゃないですか。そういうよ

うなあり方はほんまに公正な入札を執行した

とは言いがたい。そのことを申しといて、反

対討論といたします。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第49号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 この案は原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第49号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第５０号 太子町国民 

        健康保険条例の一部を改正 

        する条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第12、議案第50号

太子町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第50号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第50号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第５１号 太子町後期 

        高齢者医療に関する条例の 

        一部を改正する条例の制定 

        について 

○議長（熊谷直行） 日程第13、議案第51号

太子町後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題としま

す。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今回の改正というのは延滞

金の14.6と7.3％にということと、それから

パーセント記号を片仮名でパーセントとする

というようなことでありますけれども、今ご

ろ何でこんなことなんでしょうね。ほいで、

パーセント記号というのはかなり十分なじん

どんじゃないかと思うんですけど、そういう

ことを何で変えなきゃならんのですかね。そ

ういう今ごろなぜかっていう点で説明を求め

ます。 

 それから、延滞金は非常にペナルティーと

しては時世に合わんようなものでありますか

ら、それを半額にするっていうことはそれで

ええといたしましても、延滞金を今まで賦課

したこと、ここだけじゃないですよ、後期高

齢者だけじゃなしに賦課したことは事例とし

て何ぼかありますか。 

 その人がどういうふうにおっしゃいました

かね。これ多分余り賦課していないと思うん

ですけども、そういう点で説明をいただきた

いと思います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 本条例、それ

から後ほど出てまいります介護保険条例の関

係もこの延滞金の関係でございますが、きっ

かけと申しますのが、今般国のほうの法律が

改正になりました。それは社会保険の保険料

等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保

健法等の一部を改正する法律でございます。

この法律の改正の趣旨は、現下の情勢から厚

生年金保険料等の支払いに困窮をされておる

という方に配慮をして、国税の例に倣いまし

て納期後一定期間経過した、軽減した割合で

計算をすると。国税に倣うという内容でござ

います。 

 この後期高齢者医療につきましては、本町

は本町の条例でもって規定をいたしておりま

す。その条例につきましては、ご承知のとお

り、14.6％でございまして、この後期高齢者

医療、大半の方が国保の被保険者から移られ

た方ということもありまして、今般の改正と

いうのがなかなか遅きになったという感がご

ざいますが、きっかけは、先ほど申しました

国のほうの法律改正でもって、その趣旨を理

解の上それぞれの条例で規定している社会保

険料等についてはもう法律の対象外ではござ

いますけれども、法律の改正の趣旨を理解し

て配慮を願うという通知がございましたの

で、今般も点検をしまして見直すということ

でございます。 

 以上です。 

 どっか抜けたかいな。 

（「パーセントの」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 延滞金を取ったことあ

るんかという、メモしといてよ、きちっと。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これまで延滞

金の関係でございますが、後期高齢者医療は

今回の補正予算、また決算書にも記載がござ

いますように、平成20年度では６人の方が延

滞金を納めていただいとるということでござ

います。 

 実績といたしましては、後期高齢者医療、

平成20年度６件、そのうち１件は広域連合の

ほうに納めるのは年度がもうかわってしまっ

た４月でございましたので、21年度の会計に

て広域連合へ納めますが、本町に入りました

のは６件でございます。１万5,100円でござ

いました。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（桜井公晴議員「パーセントのこと

は。パーセントが何で変わっとんやっ

て聞いたやろ」の声あり） 

 続けてください。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 失礼しまし

た。パーセントの表示でございますが、法令

を見ますと、片仮名の表示になっておりま

す。その関係で今般そういった内容となって

おります。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 それが、何でも国が言うた
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ら右へ倣え右、左言うたら左ということちゃ

うんかいな。制度もそうや。いろいろ工夫を

しながらやるということ。ただ、私が言うた

のはパーセント記号というのはなじんどるで

と。何で今片仮名なんや言うて聞いたやろう

がな。そやかい、国の法律に書いてあるさか

いというて、これはこの提案の中に書いてあ

るのやからそんなことわかっとんがな。そん

なこと言ようへんのや。今こういうふうな状

況でないですかと、なじんどる状況じゃない

ですかと。何で片仮名やというて聞いとん

や。国が書いとうさかいそうです。そうでは

ないやろう。だから、聞いたことにきちっと

答えてもらわなあかん。 

 それからあと、介護保険でも同じようなこ

とを聞きますけども、一応対象者が、延滞金

を納めた者が20年度は６名ということであり

ましたけども、今の金利等からいうたら、ペ

ナルティーも当分の間ではなしに7.3％ぐら

い、これでも高いと思うんですけども、そな

い当分の間と、当分の間というのはいつまで

ですかね。それも説明してください。 

○議長（熊谷直行） ちょっと桜井議員、も

う一度ちょっと今の質問、ちょっと理解され

てないようなんで、もう一度質問してくださ

い。済んません。 

○桜井公晴議員 当分の間7.3にすんでしょ

う。これは7.3に下げて決まったわけじゃな

いやんか。だから、当分の間はいつまでかと

いうことと、国が言うとうからそれでそのと

おりやと、法律がこうなっとるさかいという

て法律の表記のことを僕は聞いてへんのや。

それは書いてあるんや。だけど、パーセント

は記号のほうが一般的になじんでますよと。

何でこうするんですかというて言うとるわけ

や。それがここで質問してるんやがな。わか

った。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 記号の関係で

ございますけれども、なじまれておると言わ

れますが、確かになじまれておると思います

けれども、法律で出てきます表記が片仮名表

記でございますので、このたびの見直しに際

しましてそれに合わせた、合致させたという

ことでございます。 

 それと当分の間、いつまで半分だというこ

となんですが、これも法律引用ではございま

せんが、そこに当分の間ということがござい

ますので、法律を倣ったということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 いや、その法律はわかっと

んやがな。そやけど、法律言よったら漢字で

書いとるやつみんな漢字にせんなんで、数字

になっとんでも、漢字ようけあるで、法律。

そういうようなもんと違うやろうから言よん

やがな。なじんどるものを使って、ここだっ

たら条例ですから、なじんどるもん使うてそ

れで何が悪いんかと言うとんやで。それで、

当分の間もちゃんと確かめて出してもらわな

あかんやん。当分の間とはどの程度のことを

言うのか。少なくとも説明してくださいよ。 

○議長（熊谷直行） 暫時休憩します。 

（休憩 午後２時47分） 

（再開 午後３時04分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 当分の間のご

質問でございましたんですが、いつまでかと

いうことでございます。これにつきましては

再度確認をいたしましたが、明確な期間とい

うのは表示がございません。いつまでという

表示がございませんし、大体考えられるとい

たしますと、今の低金利の状況が変わるとい

ったところかというのは、これ私の推測でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 
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 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第51号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第51号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第５２号 太子町介護 

        保険条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第14、議案第52号

太子町介護保険条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これも同じことからこうい

う条例改正ということになっとるわけですけ

ども、結局パーセントのこともあんまり答え

らしい答えなかったですな。それから、当分

の間もわかりまへんと。金利状況が言うて、

それは考えられるということで言うとること

で合うとんですか。今考えられるというて答

弁しましたわな。低金利の時代が終わったら

変わるんやと。そうですかね。その低金利

と、それから今のペナルティーと、ペナルテ

ィーについてはいかにあるべきかというのを

研究されるべき面もあるわけですけども、こ

れ法律との関係でここだけがそれこそ余分に

とってもまた訴えられたりすると。低かった

ら何でそうしとんやというてまた逆のことが

あると。だから、みんなで渡ればの形になっ

とると。こういうもんだと思うんですが、こ

こが決めること、すべて決めることなんで、

パーセントのことも言ってるわけですね。そ

の辺のところはもう一度整理して、ここで答

えてください。 

 それから、後期高齢者の場合は延滞金を賦

課した例が６人であったと、こういうことで

したけれども、介護保険ではどれだけこのペ

ナルティーで付加をしたか説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） パーセントに

つきましては、また答弁の繰り返しになりま

すが、この表記は後期高齢者医療の条例と一

緒でございます。 

 当分の間、私先ほど私の推測ですがという

ことでございまして、はっきりとした明文で

もってのものを私見ておりませんので、今の

低金利状態が変わるといいますか、金利が上

昇してということで推測と申し上げました。 

 それから、介護保険のこの延滞金の徴収し

た人数でございますけれども、ございませ

ん。延滞金の入った方はございません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 私は何でこないなこと言う

かというたら、やっぱり提案をする、そして

改正を議会で議決をして施行すると、こうい

うために提案をするわけですから、少なくと

も本町の条例で定めるわけですからね。すべ

てを吟味をして、その上でここでの条例の制

定改正を行うというのは当たり前ですから、

よく確認して議会の議決を求めにかかっても

らわなんだら困るから言よんですわ。だか

ら、少なくともよく整理をして、委員会でそ

の結果を説明してください。どうですか。書

いてあるからそうするということはだめです

よ。パーセントのこともそうなんです。法律

がそうなっとるからこうするじゃないんで

す。 

 それから、漢字で書いてあるのまでまた漢

字にせなあかんというのは読みづらいような

法律があるわけですから、読みづらいものに

合わしょったらえらいことになりまっせ。だ

から、そういうようなことでまねをすること

はないと思うんで、それらのことも委員会の

ほうで説明をしてもらうと、そういうことに
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しましょうか。いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 部長、委員会で言って

もらえますかという。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） どういうこと

で整理をされたんだということでございます

が、法律で表示をされておる片仮名表示を採

用したと。これも何も全くの追随ということ

ではございませんで、やはり法律表記のほう

が好ましいという判断でもって行ったわけで

ございますので、委員会でということでござ

いますが、またその繰り返しになろうかと思

います。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 これ昔、笑われるかわから

んけれども、英語を使うなという、我々の子

供時分ですわ。英語使うたらあかんというて

さんざん言われた記憶があるんですけれど

も、こういう記号を使うたらいかん、このパ

ーセントという片仮名にしなさいというのは

何かその意図があって私は必ず、意図があっ

てから改正するんだと思うんですけれども、

その意図がなしに変えるというのは、変わる

ということは何か意図があるんちゃいます

か。なしにということはないんだと。お尋ね

します。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） このパーセン

トの表記につきましては、現行の条例では記

号になっております。この記号自体は本当に

なじみがある記号ではありますが、やはりこ

の法令文、条例文の言葉といたしましては、

やはりこの仮名表示、片仮名表示のほうが適

切という思いもいたしますし、そういったこ

とで今回整理をしておるということでござい

ます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 あなたの思いなんですね。

いや、そう聞こえたんですけど、今。違いま

すか。別にほかに照らし合わせてどうこう言

うんやなしに、あなたがそう思ったからそう

すると、そういうことですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 私の個人の感

覚ではございません。総意といいますか、町

としてこの表記のほうがいいという判断でご

ざいます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田議員。 

○上田富夫議員 これ日本人が日本語で物言

よんやからね、わからなんだらわからん言う

てえな。そうしたほうがいいと思うんやか

ら、そのいいと思う理由は何ですかというて

聞きょんやから、こうこうこういうことでい

いと思うという説明が何でできんのですか。

いいと思うんやと、だからこないするんや

と、それじゃ説明にならんでしょう。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） この改正前の条例は

この、いわゆるパーセント表示で、普通条文

ではやはりパーセントと片仮名で表示すると

いうのが当然だろうと思います。表の中に、

例えばそういうことであれば簡略化した記号

といいますか、そういうのを、なじみは確か

にございます。例えば、直径ということであ

れば丸にこうぴっとするのが直径というマー

クでいきますけど、そういうぐあいに条文の

中では本来見受けられません。そういうこと

から考えると、いわゆるパーセントというこ

とで片仮名表示で法律もそうなっております

ので、そのように改正したいということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井議員。 

○桜井公晴議員 私は何でほんまにそれぞれ

条例見て、見やすうてわかりやすかったらえ

んちゃうん。それが大事なんちゃうんか。前

からそうやがな。表現もどなたが見てもすぐ

に見れる、だからなじんでるものを何で変え
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るかというのはそういうことなんや。ここで

つくる条例ですから、あくまでそういうふう

に他の法令等も片仮名表記になっとると。ほ

いで、記号は使われて表に使うとか、いろん

なとこには使えますという、そないことよう

わかってますわ。しかし、それがなじみやが

な、それが、記号が。ほいで、簡略化した記

号で、だからなじんでるものをなぜやめてこ

うするかと。ほいで、片仮名のほうが少ない

で、一般的に使うのは。僕はそう思うんやけ

どね、そうじゃないですか。だから、一般的

に使われなじんでるようなものを何で変えな

いけんのかなというのが単純な疑問である

し、ほとんどの人がそういう形で使ってるも

のを変えんでもええやないかと。 

 それから、当分の間もちゃんと出す以上は

何で当分の間なのか、いつまでぐらいをもく

ろんどんのかというのはちゃんとただして出

さなあかんわね、よそとある程度整合させる

にしても。だから、委員会できちっと説明し

てもらいたい言よんのに、委員会でやったら

繰り返すだけやて、ちゃんとおまえ説明せん

かいな、そこで、調べた上で。その姿勢もな

かったらおかしいですよ。ちょっとそれはっ

きりしとかなあかんから、もう３回目やから

ちょっと間立っとくけどね。その辺のところ

をちゃんとしてもらわなあかんわ。委員会ぐ

らいでそれちゃんと調べた上できちっとして

もらわなあかんと。 

○議長（熊谷直行） 座らな、答弁。 

○桜井公晴議員 座るに当たっては答えるん

か答えんのか、そんなもん知らん言うんかと

いうことによって座られもせんがい。私は言

い出したらこだわるんや、こだわらなあかん

やっちゃから。えっ、立っとろか。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど言いました、

そのなじむといいますか、そこらはもちろん

十分小学校ぐらいでたしかパーセント出てき

て記号的には。だけど、桜井議員、何か無理

におっしゃってるんだと思うんですけど、条

文の中でそういう記号というのはそれこそな

じまないのではないかというふうに思いま

す。 

 それから、当分の間という表現でございま

すが、これは地方自治法にもたくさんござい

まして、当分の間という表現で出ております

し、例えばガソリン税ですね、暫定税率の間

は当分の間という表現で何十年もやっており

ます。これは議員、委員会で調査してもう一

回報告せえということでございますので、も

う少し勉強して確実なところでまた委員会で

お答えしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第52号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第52号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第５３号 太子町消防 

        団員等公務災害補償条例の 

        一部を改正する条例の制定 

        について 

○議長（熊谷直行） 日程第15、議案第53号

太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題としま

す。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第53号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第53号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１６ 議案第５４号 学校薬剤師 

        設置条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第16、議案第54号

学校薬剤師設置条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これは学校保健法施行規則

から学校保健安全法施行規則に変わる、何で

これ変えるんですか。これもその説明がない

んですよ。説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 このたび、これにつきましては学校保健法

の一部改正がございました。それに伴いまし

て学校保健法の施行令の改正、また学校保健

法の施行規則の改正に伴うものでございまし

て、学校保健法がいわゆる学校保健安全法に

変わったところでございまして、これはまず

法律のほうからいきますと、この趣旨としま

しては近年学校の内外において子供たちが犠

牲となる痛ましい事件や事故が発生してい

る。それらを未然に防ぐための取り組みが必

要とされているというようなことから、安全

という法の題名が変わったところでございま

して、それに伴いまして施行令、また施行規

則の一部改正がされたというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第54号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第54号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１７ 議案第５５号 揖龍地区農 

        業共済事務組合規約の変更 

        について 

○議長（熊谷直行） 日程第17、議案第55号

揖龍地区農業共済事務組合規約の変更につい

てを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 これは太子町にとっては余

りうれしい話やないんですけれども、当局は

提案した限りはこれでいいということで提案

されておると思うんですけれども、それぞれ

これ金額的に言うて去年、おととしの決算で

はどういうふうになっておるのかお伺いいた

します。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 今回の規約の改正につきましては、当然太

子町の負担が増えるということでいいという
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わけではございませんが、やむを得ないとい

った格好でございます。 

 それと、20年、19年度の割合でございます

けども、19年度では全体の割合は19.5％の太

子町の割合でございます。それと、20年度で

は17.645、17.6％の割合、比率で補助金を支

払っております。 

 以上です。 

（上田富夫議員「ちゃんと日本語で言

うとんや、私は。金額言うてよ。パー

セントで答弁……」の声あり） 

 済んません。 

（上田富夫議員「均等割とそれぞれの

その事業規模の点数割、その金額をそ

れぞれ聞いております」の声あり） 

 20年度の補助金ベースで均等割が209万

4,000円、事業規模点数割が529万7,000円

で、19年度は均等割が209万4,000円、事業規

模点数割が608万5,000円となっております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 これ全体の金額がわかる

か、もしくはたつの市は幾らですか。わかり

ますか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） たつの市は

20年度で全体の金額が3,770万1,000円、19年

度では3,770万1,000円ということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 これ最後かいな。それたつ

の市の均等割の金額わかるかな。というの

は、これ太子の場合は今19年と20年と聞いた

ときに、19年度の均等割は一緒ですわな。し

かし、これ608万5,000円と529万7,000円、こ

れだけ違うわけなんじゃけど、たつのの場合

はほとんど変わってないと。どういうことか

な。変わるんやったら同しように変わらない

かんの違うか思うんやけど。ちょっとこれ金

額的に太子と同じように均等割と何との金額

をちょっと言うてくれる。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 平成20年度で

は均等割は一緒です。 

 それで…… 

（上田富夫議員「いや、一緒て何ぼ」

の声あり） 

 太子と一緒で209万4,000円。それで、事業

規模点数割はたつの市の場合は85.95％、逆

に太子町の場合は14.05％ということになっ

ておりまして、たつの市は3,240万4,000円と

なっております。それと、19年度でございま

すけども、19年度では同じくたつの市が

209万4,000円、事業規模点数割が83.86％と

いうことで、3,161万6,000円ということでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 何でこれ今変えるんかい

な。変えなあかんのかいな。ほで、これは変

える必要もないのに何で変えるんや。たつの

がぐずぐず言よんかい。そういうことやで。

何でぐずぐず言うんやと。言うてもらわんで

も、今までに10と20で、10と90できたやっち

ゃないかいな。何で変えなあかんの。もう一

番わからんのは何で変えなあかんかや。 

 それから、先ほどもこれ町長とか課長と

か、まあ課長やな、それから副町長も言った

りしとる。ほいで、ここでよく私も言ってき

たし、他のこの合併前の御津やら新宮やら揖

保川の連中がどない言うたか。高い職員をこ

こへ送っとうさかいここの負担が増えるんじ

ゃと。だから、いろいろ工夫ができるんや、

これは。 

 ほいで、ここの会計は議員報酬とか管理者

報酬とか出とうけども、あくまで農業共済か

ら出す分と、それから建物農機具共済から出

す分に分けてあるんよね。ほいで、２つで成

り立っとんや。今同しでしょう。だから、建

物農機具共済のときに総会で報告しよるわけ

や、決算の。だから、そういう点からと、そ
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れから管理運営費に係る負担もそういうとこ

ろである程度カバーしながら農業共済を運営

すると、こういうようなことになってきたの

が経緯ですよ、ここの。それぐらいのことわ

かっとうやろうね、経過は。かなりいろいろ

もめてこういうふうになったわけやから、あ

とになって、これやめましょかというような

ことは相当太子が言わないと、ああそうです

かになるし、ほいで太子のほうは農業規模も

全体としてはあっちよりも規模が縮小されよ

るわけや、現実に。ほいで、共済の引き受け

もそうなってますやん。だから、共済の引き

受けが少なくなれば、いわゆる一般管理に係

る均等割で増やさなんだらかなわんなという

のでしょう。そんなこと言わしめたらあかん

やないかい。何で言わしめるんやと。こうい

うことをはっきりしてもらわな困るし、いろ

いろたつの市の側のほうも19年度今聞いた

ら、均等割は一緒やから209万4,000円で、事

業割が19年が3,161万円と、そうやね、

3,161万円言うたんやろう。いや、19年度や

で、事業割が。 

（「そうです」の声あり） 

 ちょっと書いて出してくれなんだら、私も

書き間違うたらわやくちゃになるんや。それ

から20年度は3,204万4,000円か。 

（「40万4,000円」の声あり） 

 40万4,000円。おうけ。40万4,000円ね。ほ

いで、19年は3,160万1,000円やろが。 

（「61万6,000円」の声あり） 

 61万6,000円やろう。 

（「3,161万6,000円」の声あり） 

 違うとんかい。 

 ほいで、3,707万1,000円がたつの市の負担

言うたんやろう。 

（「70万1,000円」の声あり） 

 70万1,000円が。3,700…… 

（「そうや」の声あり） 

 これ計算したら合うんか。 

（「合うとる」の声あり） 

 えっ。3,161万6,000円と209万4,000円で合

うとん。 

 要は、たつの市のほうが全体的には事業の

ほうが負担が増えるの困るから言うとるだけ

でしょう。ほんで、均等割で持たせて、太子

に持たせようという意図がありありと見える

中で何でこないことするんかはっきりしても

らわな、これはもう太子の負担ばっかし増え

て、消防のことで先ほども言うたけども、何

なともうこの太子、後ろからついてこいと。

それから、対等に私はこだわるのは、対等に

話できる、対等に議決できる機関をつくろう

というて言うてきたんですわ、前に。ほい

で、半々でやっぱり決めようじゃないかと、

そういうことでないと勝手なことを後で言い

出すこともあるということで、この当時も言

いました。そういう点から、何でこのたつの

が言うとおりにせなきゃならんのかというの

を説明してください。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 一般管理費に充当するということでござい

ますので、主に人件費に係るものだというこ

とでございます。その中で事務経費の人件費

につきましては、たつの市が４人派遣、太子

が１人、それと議員派遣がたつの市が７人、

太子が３人、それと共済連絡員がたつの市が

151人、太子が51人、現実上の人件費相当に

関することにつきましてはおおむねこういう

形になってございます。 

 そういった中から全体としての人件費とい

う形ではございますけども、いわゆる均等割

につきましてはその全体としての２割相当に

なるということで均等割を２割にしてはどう

かという意見がどうもあったようで、今回こ

ういう形で上程させていただいております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 だから、最初に言うてるや

ん。この人の派遣の状況によって管理費食う

から、だれを派遣するかによっても大きく違

うと。それでいろんな論議してきたんや、当

初から、ここの会計のあり方。ほいで、先ほ
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ども言いましたように、建物農機具の共済か

ら入れると、やっていろいろやっとんやない

ですか。そういうことの中で工夫すればする

ことができるし、現に報酬までそないことし

とんやから。再三やっぱりそういう合併前に

議論したんですよ。当時の私、揖龍の農業共

済の議員であり監査もしましたんでようわか

っとんや。いっつもそういうことが問題にな

ったんや。ほいで、太子がそのあとこないな

っていったら、後ろからついてこいというよ

うな形になるようでは話にならんし、ほいで

議員の派遣割というのはもうわずかなもんじ

ゃがな、報酬からいうて。ほいで、建物共済

からも払いよんや。議員を余り表へしてもら

いたくないね、ほんまによ。何を言うとんか

いなと。 

 それから、職員もいわゆる高級なものをこ

こへ送ったら金はかかる、当たり前のこっち

ゃというて、ようごっついこと言うなあ思う

て言うたけど、そんな論議もあったんです

よ。だから、もっと経費を節減しょう思うた

ら、できる人間を、若い職員送ったらどない

やという意見まであったんですよ。 

 この経費は、当初少なくとも100分の10で

決めた以上は100分の15、今こないなから言

うてこの時期に変えることないわな、10年ほ

どの間に。何かこう太子にだけ押しつける。

だから、言よんですわ。経過もちゃんと踏ま

えて、経費をどないして節減するかというこ

とがいつも論議になってました。ここは視察

とかなんとかの金も使いよりまへんで、揖龍

衛生みたいに。ほんまやで。金あらへんから

ということで、ほんまに使ようへんのやか

ら。物見遊山なことしよらへんのやからね。

そらいろいろ論議して使ようへんのや。そう

いう中でのことやがね。だから、やっぱり太

子のこの負担割合を改正することは私はまか

りならんと思う、もうよっぽどのことがない

限り。今よっぽどのときでもよっぽどのこと

でもないと思います。工夫がいると思います

んで言よんですよ。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 以前の経緯につきましては、私も余り詳し

くというんですか、全然知識はないんですけ

ども、安い職員を派遣するという…… 

（桜井公晴議員「できて、経費の安い

職員を派遣て論議になった言いよん

や」の声あり） 

 ですから、仮にそういうことで、いわゆる

均等割の率とは基本的な考え方が違うんでは

ないかと。要は、単純に人数で約２割の職員

比率をしております。ですから、仮にできる

職員は当然どこの外の団体には行ったほうが

いいという考えもありますでしょうし、そう

いった中で今回組合議会でもこういう案が提

案されております。ですから、今回こちらの

ほうとしましてもこういう形で提案するとい

ったことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 そんな説明ではわからへん

わ。ほんまに絶対こう割合を変えなきゃなら

んということにならへんやないかい。 

 やっぱりこういうことにしたい、ほいでこ

の人数割合で、そういう問題ちゃうやないか

いな。町と市が均等割決めたんや、合併のと

きに。ほんこの間やないか。何でこの間のこ

とを何で変えるんやと。その合併前には私は

そういう論議もしてきたよと言うてる。あっ

こでその前にも、それは御津と揖保川と新宮

と龍野と太子がおって、人数がおるもんやか

ら、それが他のほうのほうが力が強かったわ

けじゃ、町のほうがね、龍野の数より。ほた

ら、そこでもいろいろそれが論議になりよっ

たんや。ほいで、経費の問題も論議になりよ

ったと。ほんで、経費全体はもうそんなにあ

るわけでないですから、視察等のことについ

てもここはやらないと。こういうような形を

とってきたのがその前の経緯や。その合併後

のこともきちっとしとかなあかんのに、これ

合併のときに決めた以上は、それは少なくと

も守ったらえんや。それ守らへんということ
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に何でや言よんや。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほど先の組

合議会で提案があったということにつきまし

ては、私の憶測で間違っておりました。訂正

いたしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） この揖龍農業共済、先

ほど合併前の、また合併時の話っていうのは

桜井議員おっしゃるとおりでございます。そ

うした中でやはり三位一体の改革等々により

まして国庫負担金の交付がされておったんで

すが、それ以降は市町村に税源移譲されまし

て、地方交付税により措置されております。

そうした中でこうした18年３月、たつのの合

併に伴いまして見直されたところでございま

すが、その４年が経過する中でやはり税源移

譲や行財政改革等々に伴う補助金の削減、ま

た社会保険料の率の改定等々により業務引当

金が減少し、事務事業経費の縮減に努めるも

のの、やはり難しいということで今回ご無理

をお願いいたしておるところでございます。 

 その均等割の割につきましても協議をした

ところでございますが、やはり先ほど来部長

も申し上げておりますように、人件費に係る

関係市町の応分の割合というところでこれは

もういたし方ないなというところで、安いと

いいますか、事務のできる若い職員をという

ことも言われておりますが、なかなかそうし

たところも難しゅうございます。そうした中

での今回のこうした規約の改正でございま

す。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 反対です。 

○議長（熊谷直行） いや、だから指名した

んです。 

○桜井公晴議員 この程度の説明で理解も納

得もできない。ほいでましてや、合併当時に

こういうことをやって進めてきたそういうも

のについて負担金を今変えることには絶対に

反対であります。それはもっと検証して整理

をすべきやし、それから農業共済の中では積

立金ももったりして処分をしていろいろある

んですよ。法定じゃないというて言うとるけ

ど、これももっと割合を整理したほうがええ

と、こういう意見も言ってきたものでありま

すから、建物農機具共済の事務をやっとるわ

けですから、それらとの整合を考えて、少な

くとも今の均等割、事業規模割の割合は変え

るべきでないと。断じて私は反対でありま

す。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 さっぱりわからへんねんの

や、中身が。議員の中でこれわかって説明で

きる人あるんかな思うぐらいわからん。だか

ら、これきょう決めるというのは物すごい乱

暴なことやと思うんやけども、わけのわから

ん間に賛否を問うわけかなあ。いや、これわ

かる人あったら議員の中でわかる人あったら

説明してほしいと思うんや。恐らくわからん

と思うんじゃ。それぐらい資料も何にもあら

へんのや。その中でいいか悪いか決めっちゅ

うなことは、これ随分乱暴な話や思うんやけ

ども、そういう面から私はわからんことには

賛成できかねる。ほいで、わからん、得する

んやったら賛成しますよ。これそやけど、今

年だけで済むんと違うんですよ。これ未来永

劫続くわけですわ、この金額は。そういうこ

とからいったら、もう太子町がこんな状態に

置かれるということについてはわからんけれ
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どもとにかくこれには賛成しかねると。とい

うことは、反対です。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 私もこれどうも、先ほどの

上田議員と同じようによくわかりません。十

分納得できません。反対をいたします。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第55号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第55号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１８ 認定第１号 平成２０年度 

        兵庫県太子町一般会計歳入 

        歳出決算の認定について 

  日程第１９ 認定第２号 平成２０年度 

        兵庫県太子町国民健康保険 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第２０ 認定第３号 平成２０年度 

        兵庫県太子町介護保険特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第２１ 認定第４号 平成２０年度 

        兵庫県太子町老人保健特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第２２ 認定第５号 平成２０年度 

        兵庫県太子町後期高齢者医 

        療特別会計歳入歳出決算の 

        認定について 

  日程第２３ 認定第６号 平成２０年度 

        兵庫県太子町墓園事業特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第２４ 認定第７号 平成２０年度 

        兵庫県太子町下水道事業特 

        別会計歳入歳出決算の認定 

        について 

  日程第２５ 認定第８号 平成２０年度 

        兵庫県太子町前処理場事業 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第２６ 認定第９号 平成２０年度 

        兵庫県太子町水道事業会計 

        決算の認定について 

○議長（熊谷直行） 日程第18、認定第１号

平成20年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決

算の認定についてから日程第26、認定第９号

平成20年度兵庫県太子町水道事業会計決算の

認定についてまでを一括議題とします。 

 上程中の認定第１号から認定第９号までに

ついては、８月27日の本会議で既に提案理由

の説明が終わっていますので、これから総括

質疑を行います。 

 質疑を通告されました議員に申し上げま

す。 

 質疑は一般質問席でお願いします。 

 質疑、答弁は一括で行い、簡潔明快にお願

いします。 

 また、今期定例会では時間制により総括質

疑を行うこととなっておりますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 上田富夫議員。 
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○上田富夫議員 それでは、総括質疑をいた

します。 

 原稿を読み上げるつもりやったんですけれ

ども、だんだんちょっと今の議会のあり方を

見てきよって、原稿どおりじゃあちょっとお

もしろくないというか、腹の虫が治まりませ

んので、原稿と違う私なりの言葉で質問した

いと思います。 

 まず、平成20年に私は命と暮らしについて

と、そんな論議を本席でしたと思います。そ

いで、私は間もなく75歳になります。俗に言

う後期高齢者です。当局のあなた方はまだ若

いし、将来は明るく大きく花開くこともでき

るでしょう。この年の差がそれぞれの主張に

なったのではないかと思いました。私ぐらい

の年になると、俗に言う欲も得もなくなりま

す。後世は人として少しばかり幸せで、自分

が世の中にどれだけ必要とされているのか、

そんな人間なのか、そういうことが生きる生

きがいになってきます。 

 平成18年、19年、20年の施政方針を再読い

たしました。18年から20年の３年間で施策に

対する取り組みは変わりました。しかし、そ

の中に流れているものは変わっておりませ

ん。それは金や物についての人間の欲とエゴ

といいますか、そういうものがかいま見られ

ると思います。他方、人の命とか、人間の幸

せについては本当のところ見えてきません。

人の幸せとは、人がいて、その人にとっては

どんな立派な、例えばですよ、これ仮に目の

見えない、私が目の見えないとしますです。

目の見えない人にとってはどんな立派などん

な豪華なホールや施設よりもバリアーフリー

の行き届いた施設とか、道路や公園、そして

便利で安心な公共機関のほうが私はいいと思

います。それは立場の違いなんですね。ま

た、老人はおいしい食べ物やきれいな服より

も病になっても安心して日々を暮らせる、安

心して日々を送れる、そんな地域や社会を望

んでいるはずです。 

 そこで、20年度の決算が私の視点から適正

かつ公平に効率的に執行され、行政にどう生

かされているかということを総括して質問に

入りたいと思います。 

 まず、町長の施政方針の中でですが、私は

答弁をわかりやすいように番号を言いますか

ら、その番号どおり答弁をいただきたいと思

います。 

 まず１番、自主財源の確保に努め、スリム

で効率的な行政運営の推進を図ることを最優

先課題とするというふうに町長は述べておら

れますけれども、スリムで効率な行政運営を

この決算の中でどういうふうに、どこをどう

見ればそうなのかというのは私はわからんわ

けですけども、そこの質問をいたします。 

 それから、これ次２番目です。２番目はで

すね、歳入の的確な確保に努めるとともに将

来の財政負担、投資効果等十分見きわめると

いうふうにおっしゃっておられますが、私は

投資効果の十分な見きわめということからい

いますと、ここに太子町が2008年４月に購入

した１億円の外国債、いわゆるフィンランド

地方の金融公社のユーロ円債ですけれども、

これが本当に投資効果を十分に見きわめた上

でのことなのかどうかについて、私はこれは

そうでないように思うわけなんですけども、

説明を求めます。 

 一体、こうなった責任、これ漫才やないん

ですけど、責任者出てこいというのあったで

しょう。責任は一体だれがどうとったんです

かね。それとも、30年先まで責任は、30年先

には100％元金が返ってきたら、もしそのと

きに返ってこなんだら初めて責任をとるんで

すか。30年先まで責任はお預けということな

のかお尋ねをいたします。 

 それから……。 

（副町長八幡儀則「議長、通告とは全

然違う事柄なんですけど」の声あり） 

○議長（熊谷直行） だから、それ含めて、

それも答弁の一つだと思うんで。 

○上田富夫議員 ちょっと私に言わせて。こ

れ通告の中に全部入っとう事柄なんですよ、

順番が違うだけで。通告から私どうせ言われ

るやろう思うてチェックしてきとんですよ、



－188－ 

ここにね。これ全部通告に入ってますから。 

○議長（熊谷直行） 一応質問いただいて、

それ含めてもしそういうコメントあればそれ

で。 

○上田富夫議員 それで、仮に文言で通告と

違うところがあるというならおっしゃってく

ださい。あなた方は何十年も行政に携わっと

んですから、私はあなた方が答弁ができない

ような、そんな難しい質問をようしません

し、またするつもりもありません。 

 結局、投資の効率的な効果を十分に見きわ

めるということなんですけれども、例えば今

ユーロ円債のこと言いましたけども、あすか

ホールについても喫茶室の契約も、これどう

考えてもおかしんですよ。20年２月に13万円

の300万円ということで募集されたんです

ね、決めたと、教育委員会そう言ってるわけ

ですよ。それが10月９日にこれではなかなか

集まらないということで７万円の100万円に

したと。そうしようときに10万円の300万円

で糸井の人が借りたいということでお見えに

なったと。ところが、その人が12月７日にキ

ャンセルしたと。12月７日にキャンセルして

12月10日に現在お借りしとる人があらわれ

て、12月22日に決定したと。ちょっと話でき

過ぎてしまへんか。 

 そいで、なぜ13万円の300万円と決めたの

を７万円の100万円に決め直して、借り手が

ないからというて、ほいでそう決めたとこへ

10万円の300万円という人があらわれたか

ら、これ幸いとしてその人と契約した、契約

にかかったと。これむちゃくちゃな話です

よ。得やったら決めたことでもだぼはぜみた

いな食いつくというような話でっしゃが、こ

れ。ほいで、その人がうまくいかなかったか

らというて、今度７万円の100万円やなし

に、今現在10万円の100万円で決めとんでし

ょう。これ全く議会にも何の報告もなしにこ

れやっとるわけですわ。こういうことが本当

にこの将来の財政とか投資効果を十分見きわ

めて事業をやっとるということになるでしょ

うかね。私は甚だその辺が疑問に思うわけな

ので、その点についての説明を求めます。 

 これ、２番目ですね。 

 それから次、３番、後期高齢者医療制度が

開始されて、本町においても特別会計を創設

し適切な執行に努めておりますと。それか

ら、その他ですね、特定健診制度の実施とか

生活習慣病とか、いろいろおっしゃっとるわ

けなんです。高齢者には食べることを通じて

日常生活を改善することとか、安心して出産

を迎えていただくために経済的に負担となる

妊婦健診診察費用の一部を助成し積極的な受

診を推進するということをおっしゃっとるわ

けなんですけれども、太子町のこういった施

策というのは他町と比べて特筆すべきものな

のかどうかをお答えいただきたいと思いま

す。 

 よそがやっとるから太子町もやっとるとい

うそのレベルじゃなしに、よそはやってない

けど太子町はこの点に力を入れて、これだけ

特筆的なことをやっておるんやということが

あれば説明をいただきたいと思います。 

 それから、子供をつくる場合に、つくる言

うたらおかしいですかな、妊娠から出産まで

幾らぐらい費用がかかると思われますか。私

ちょっとこれ調査してきましたんですけれど

も、私は私のデータ持っとんですけども、ち

ょっとお聞きしたいと思います。当局の認識

をお尋ねいたします。 

 もう一つは、平成20年は新たにこんにちは

赤ちゃん事業ということを実施されました。

これについて今度民主党が子育てということ

でいろいろやってくるわけなんですけれど

も、その辺についてどう対応されようとして

おるのか。それもそこんとこはちょっと通告

になかったかと思いますけれども、もしわか

ればその説明をいただきたいと思います。 

 次、４番目、豊かな人間性と創造性という

とこなんですけれども、時代の変化とともに

心の豊かさを求めるようになり、余暇を有効

に過ごし人生を楽しみたいという意識が高ま

っておりますと。歴史や伝統を大切にした地

域文化の創造の普及に努めてまいりますとい
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うことをおっしゃっとるわけなんですけれど

も、地域の文化ということをおっしゃっとる

んですけれども、地域とは、多分私は太子町

だと思うんですけれども、太子町の文化とい

うことですか。 

 太子町では、聖徳太子のということで、い

わゆる聖徳太子から太子という名前をとった

わけなんですけれども、聖徳太子というのは

非常に私も興味を持っていろいろ勉強させて

もらったんですけれども、あの太子が目指し

た国づくりの理念と、今太子町が目指してい

るまちづくりの理念とはどうですか。整合性

ありますか。 

 私は一番気になるのは何かと言えば、和を

もって貴しとなすというて、和をもって、和

をもって言うてやね、何か争いをすることと

いうか、論議をすることが何か抑制するよう

なことに使われるわけなんですけれども、本

当にこの意味がわかっておってこういう言葉

を使よんかというのは私は非常に疑問なんで

すけれども、６世紀後半から７世紀に活躍し

たただ聖徳太子のここは荘園だというだけ

で、本当に太子町の背骨とするような、そう

いう町にせないかんのかなと、私は疑問に思

うわけなんですけれども、それは本当に太子

町というのはどんな町を目指しとるのかとい

うのがこの決算の中で私は見えてこないんで

すけれども、ひとつ説明をいただきたいと思

います。 

 なぜそういうことを言うかいいますと、例

えば文化会館、これ48億円を投じてつくった

わけなんですけれども、今や壮大な貸し館に

なっとるでしょう。つくるときは太子文化の

発祥の地にするという、壮大な理念を掲げて

やってきたわけなんですよ。私ずっと見てお

りますけれども、文化の発祥の地なんか何も

ないですよ。歴史資料館なんかもっとひどい

ですよ。１日の利用者見たったことありまっ

か。決算資料からいうと１日８人、あの歴史

資料館が。何ぼ寂れた喫茶店でも１日８人と

いうことないですよ。だから、これはあれだ

け立派な施設であれだけの人数と予算をかけ

とんなら、私はもっと工夫すべきやと思いま

すよ。お答えいただきたいと思います。 

 一方、図書館、これ年間利用者５万

1,000人超えとるわけなんです。予算が

3,580万円、その大部分は人件費です。本は

750万円ですね。19年度は700万円やったです

ね。50万円上がっとるわけです。ただ、これ

１人当たりにすると220円なんですわ。これ

類似の市町村と比べてみてください。びっく

りするぐらいな金額ですから。１人220円で

すよ。私は他町と比べるより20年前の一遍太

子町のほうの図書館、ちょっと決算ではどな

いなっとんかというの調べてみたら、図書購

入費872万円、20年前ですよ。人口もっと少

なかった。ほいで、物価も全然違うわけでし

ょう。それでも、新刊図書購入費は872万

円、これで文化の豊かなまちづくりと言える

かどうか。何も本数、本を買うのが多いから

文化がどうこうというわけじゃないんですけ

れども、私はこれは一つのバロメーターにな

ると思います。 

 それからもう一点、ここで聞いときたいの

は、学校給食なんですけれども、学校給食で

はこれ大きく政策転換いたしましたね。この

説明は我々余り聞いてないんですけれども、

なぜこうなったのかの説明をいただきたいと

思います。これは５番目ですね。 

 それから、６番目には町民の生活環境の改

善を図ってまいりますと。雨水整備とか、浸

水に強い安心して住めるまちづくり、それか

ら皆様のご理解とご協力を得ながらごみの分

別収集とリサイクルを進めると。こういうこ

とをおっしゃっとるわけなんですけれども、

この雨水計画といいますか、雨水整備計画で

もしこの間佐用町であったような八十数ミリ

でしたかな、１時間の降雨量が。あの雨が降

った場合に、太子町はどんな状態であったか

というようなシミュレーションをされておっ

たらお答えをいただきたいと思います。 

もっと基本的な整備を進めるべきと思うんで

すけれども、決算上では余り積極的に取り入

れられた様子がないわけで、改めてお尋ねを
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いたします。 

 それから、ごみの分別とリサイクルです

が、これは確かにこのことは町民にかなり押

しつけてますよ。町は全然協力、このことに

ついて町自体はやってないですよ。というの

は、自分とこ、例えば役場、各学校を含めて

町の施設から出るごみの量、把握してないで

しょう。 

 ごみの減量とかおっしゃるけど、現状を把

握せずしてどう減らすとか増やすとかという

ことが言えるんですか。その辺を見てみます

と、町のごみに対する姿勢というのは町民に

はかなりきついこと押しつけてますけれど

も、町自体は私は非常に怠慢やと思います

よ。その説明をいただきたいと思います。 

 だから、例えば資源の有効利用とかおっし

ゃっとるんですけれども、有効利用というの

は、例えば新聞とか鉄くずを業者に出すとい

うことが、そういうことが資源の有効利用な

のかどうか、この中での言葉の意味が資源の

有効利用を推進してまいりますというふうに

おっしゃってますんで、この説明をいただき

たいと思います。 

 私は一番大きな資源は金やと思うんです。

お金。分別収集も集団収集も結局は予算を伴

うわけなんですね。それで、その予算を有効

に使うということは本当に資源の有効活用に

つながると思うんです。例えば、太子町はご

みの収集業務に１億6,000万円、業者に委託

してますね。これ仮に競争入札にすれば、恐

らく数千万円は安くなると思うわけなんで

す。そういうことが私資源の、金が資源と言

うなれば、無駄のないほんまに有効した活用

やと思うわけなんですけれども、ただ最近

は、あれはエコロ行ったからエコロやと、向

こうで聞いてくれと、こんな話になるわけな

んですけれども、しかしエコロ行こうがどこ

へ行こうが１億6,000万円は太子町の金で太

子町の税金なんですわね。だから、太子町の

税金を使う限りはやっぱりその説明の必要が

あるんやないかと私はそう思っております。 

 最後になりますけれども、とりあえずそこ

まで。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） まず、お答えいたしま

す。 

 １番目には、自主財源の確保と、またスリ

ムな行政運営という点で触れていただいてお

りますが、やはり自主財源の確保、私たちの

町で町税、そうしたものをいかに的確に徴収

していくか。また、やはりいつも出ておりま

すように、税の公平性等々を考えていきます

と、滞納の整理等々は十二分に努めていかな

ければいけないと。やはりこれはいただかな

ければいけない貴重な自己財源でございます

ので、そうしたところをしっかりとやってい

きたいと。当年度でも県の収税対策のほうか

らの派遣もいただき、ノウハウを職員に教え

ていただきながらそうした解消に努めている

というのが一番でございます。 

 それから、スリムな行政改革というところ

になりますと、やはり今までは住民サービス

という言葉の中で職員も張りつけておったと

ころでございますが、やはりそうしたところ

的確な行政を執行していく中でそうしたとこ

ろは判断し、削減できるとこを職員の削減

等々にも努めていかなければいけないと。こ

ういうところで取り組みをさせていただいて

おります。 

 また、その機構の改革ですね、そうした面

にも取り組んでいかなければいけないなとい

う思いでございますが、逆に反面、下水道と

上水道との合併で上下水道事業所というよう

なところで職員の削減も図ったところでござ

います。そうしたところ十分に取り組みをし

ていきたいと、このように考えます。 

 それから、歳入の的確な確保に努める、ま

た投資効果等々の件で、ここではユーロ債の

関係で触れていただきましたが、やはりこの

ユーロ債も我々は当時はそうした大きなリー

マン・ブラザーズの破綻以来、ああした状況

が起きるというようなことは想定もしておら

なかったところでございますが、そこらは甘

いと言われれば甘かったと言わざるを得ない
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のかもわかりませんが、しかし当時では最高

の投資であるというところで、そうした投資

効果を得て歳入の増につなげていきたいとい

うところでそうした取り組みをさせていただ

きました。しかし、今はじっと耐えていかな

ければいけないんではないかなという思いで

ございます。こうしたところは今後の大きな

糧にしていきたいと、このように考えます。 

 それから、あすかホールの件で触れていた

だきましたんですが、投資効果等々の件とも

関連があろうと思いますが、そのあすかホー

ルの喫茶店の賃貸の関係でございます。この

件につきましては、おっしゃるように、当初

は13万円の家賃、300万円の敷金ということ

で募集をかけたところでございますが、しか

しこの時点ではそうした応募はないというよ

うなところで、いろんなところにつてを頼り

ましてお願いをしたところでございますが、

なかなか見つからないと。やはりこれもあす

かホールの喫茶となりますと独特の営業時間

帯というようなこともございます。あすかホ

ールの開館時間等々の制約もございまして、

なかなかそうした引受手がないというような

ところでもう半年以上そうした状況が続き、

最終的にはその13万円、300万円という時点

で糸井の方の話がございました。そこの方に

もかけ合いをしていただいて話を進めたとこ

ろでございますが、この方も難しいというよ

うなところでもう辞退をするというようなこ

とで、今最終的に喫茶をしていただいており

ます方に10万円、100万円という金額でもっ

てお願いをいたしております。やはりあの施

設で行事等々がございましたときに皆さんが

憩える場、また話し合える場等々がやはり早

く提供してほしいということで、いつまでも

あいた状態でほっておくのもいかがなもので

あろうかというようなことを優先し、教育委

員会との話の中で単価を下げて募集をかけよ

うということでやっていただきました。近隣

等々のこの価値観といいますか、もいろいろ

と調査をしていただきまして、ここに落ちつ

いたというところでございます。しかしなが

ら、経営等は難しいというようなことも耳に

いたしておりますが、私はやはりあの文化会

館での喫茶室のオープンというのは皆さんが

待ち望んでおられたんではないかという思い

で今こうした契約をさせていただいてやって

おります。しかし、その中では事前にご相談

をしなければいけない点もあり、抜けておっ

たことは、これは反省しなければいけないな

という思いでございます。 

 それから、後期高齢者医療と特定健診等と

他町と比べて特に太子町の取り組み姿勢のす

ぐれているところということでございます

が、私自身やはり後期高齢者医療、この件に

つきましては相談窓口を広げてご相談にお越

しになった方に的確にアドバイスができるよ

うに取り組んでいるというふうに思っており

ます。 

 それから、こんにちは赤ちゃん事業、また

出産まで幾らかかるかということでございま

すが、私ちょっとそこまでは金額的にはわか

りかねます。しかし、出産から子育てとなる

と、昨今では大変な出費になっていくんでは

ないかなあと、このように考えます。 

 また、こんにちは赤ちゃん事業にいたしま

しても、私はそうして訪問する中でいろいろ

な面で子育てで悩んでいらっしゃる方のご相

談、またその中での疾病等々もそうした訪問

事業でもって早期発見、また早期治療にもつ

ながっていくんではないかなと、こういう思

いがいたしております。 

 次に、豊かな人間性という件で聖徳太子の

町ということでおっしゃっておりましたが、

文化会館の取り組み、歴史資料館、図書館

等々の話が出ておりましたが、私は太子町の

文化会館、本当にたくさんの皆さんに利用し

ていただいておると、有効にいのいていると

いうふうに思っております。 

 また、文化の発祥の地というようなことで

言われておりますが、地域一体であすかふる

さとまつりも10回以上数えて開催いたしてお

りますし、また今ライブインあすかですね、

太子町の、また太子町の近隣の皆さん方に参
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加していただいて予選も開いて、こうした事

業にも取り組みがなされております。本当に

活気のあるそうした若者の参加もしていただ

きまして、私は活気づいてると、このように

思っております。費用対効果でございます

が、なかなかあのホールで利益を上げていく

ということは難しゅうございます。やはり

1,000人以上の規模で1,200人の収容人員等々

でございますと、そうした利潤も追求できる

んではないかと思いますが、800ではなかな

か難しいというようなことが言われておりま

す。限られた中での有効利用をとっていきた

いと、このように思います。 

 それから、歴史資料館と図書館との対比も

なされました。歴史資料館、今は無料にした

んやな、入場料。少ないというようなことで

そうした皆さんに大いに見ていただこうとい

うような取り組みもさせていただいておりま

すが、目先を変えていろんな展示等々、企画

展示等もやっていきたいと。 

 ついせんだってまでは原の火祭りですか、

それともう一つ、この地元のそうした昔から

の伝統行事等々が写真等で展示されて、私は

意義のある館であろうと、このように思いま

すが、地味な施設でございます。もっとＰＲ

ができ、大勢の人にご利用いただければと、

このように考えるところでございます。 

 また反面、図書館では図書の購入費等々に

ついてもご質問がございましたが、やはり開

館当初蔵書をどんどん増やしていかなければ

いけないというところで、あれは補助メニュ

ーに乗せて蔵書の数を増やしていったという

記憶がございます。その中である程度落ちつ

き、また図書の貸し出し等についても、近隣

とのネットワークを結んで有効にお願いして

いこうというようなことで取り組みをさせて

いただいておるところでございます。その中

でやはり私たちの町は聖徳太子、和をもって

貴しとなすと、この精神であると思うところ

でございますが、各施設の方向性もそのとお

りであると、このように思っております。こ

の中ではやはりむやみに反抗することのない

ようにせよと。それがまた根本的態度でなけ

ればならないというとこで、人はそれぞれの

党派心があり、大局を見通しているものは少

ないと。人々が上もしたも和らぎ、むつまじ

く話し合いができるならば、事柄はおのずか

ら道理にかない、何事もなし遂げられると、

なし遂げられないことはないというところで

ございますが、私はそうした中で太子町を聖

徳太子のゆかりの町ということで和の精神を

前面に出しているところでございまして、町

民の憲章にも制定いたしておりますように、

行政を遂行していく中で非常に重要な事項で

あると認識いたしております。人権文化に関

する研修会、また学習会も通してそのような

考え方や文化が浸透するように社会教育事業

を実施しているところでございます。そうし

た聖徳太子にちなんだ事業を多く展開してお

りまして、太子町独自の文化伝統に大きく寄

与しているところでございます。 

 次に、学校給食の関係でございますが、こ

の件につきましては、私も昨年ですね、昨年

では老朽化が激しいというところで早く改築

をしたいという思いがございましたんです

が、やはり国の経済対策等々、それから雇用

対策の関係で国の補助制度が発せられたとこ

ろでございまして、その中でやはり今は一番

には学校の耐震等々に努める必要があるんで

はないかと。若干給食センターは改築しても

たしていこうという思いで取り組みをさせて

いただき、今時もそうした電気工事にかかっ

たところでございます。できるだけ安全な食

事は、もうこれは絶対に提供しなければなら

ないという思いでございます。そうしたとこ

ろを十分に配慮し、また取り組みも慎重にし

ていきたいと、このように考えております。 

 今現在、私は太田小学校の増築、また各小

学校の学校施設の耐震強化、そちらのほうを

重点的に取り組み、先ほども補正予算等の中

でも議論していただきましたんですが、国政

が大きく変革しようとしております。その中

で的確に情報等も収集し、取り組みをさせて

いただきたいと、このように考えておりま
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す。 

 それから６番目で、町民の生活環境の改善

というところで雨水排水、またごみ分別収

集、また佐用の豪雨というようなところでご

質問をちょうだいいたしておりますが、私ど

も太子町では平成19年度に太子町の地域防災

計画を見直して、現在まで風水害、また地震

等に備えて対応いたしておるところでござい

ますが、しかしながら７月の中国・九州北部

豪雨や、また兵庫県の西北部を襲った台風９

号の災害につきましては想像もしていなかっ

た集中豪雨が発生いたしており、大きな被害

をこうむったところでございますが、まだ２

名のとうとい命が発見もされずに亡くなられ

ているということで、総勢佐用では18名です

か、本当にお悔やみを申し上げるところでご

ざいますが、果たしてああした災害が太子町

で起きてどうなるかというところでございま

すが、私は床上浸水ですね、そうしたところ

はよっぽどでないとといいますか、大津茂

川、林田川が決壊しない限りいけるんではな

いかなという思いがするんですが、しかしこ

うした件につきましても自然の流量の増加と

いうところで慎重な取り組みをしないといけ

ない。まさに今、各家庭等にも洪水ハザード

マップを配布させていただいておりますが、

そうしたところにつきましても地域の皆さん

の協力を得ながら見直すべきところは見直さ

なければいけないなという思いでございま

す。特に佐用町では町営住宅から100メータ

ーも離れるか離れてない小学校への避難途中

で数名の方が流されたという件もお聞きして

おりますので、そうしたところは自主防災組

織等と協力し合いながら、また今後取り組ん

でいきたいと、このように思います。 

 それから、ごみの件でございます。この件

についてはもういつもご指摘をちょうだいい

たしておりますが、私はリサイクルはできて

だんだんと町民の皆さんに定着してきておる

と、またご協力も得て取り組みがなされてお

ると、このように考えるところでございます

が、いみじくもこの太子町の役場、また公共

施設での取り組みが希薄ではないか、薄いん

ではないかというようなこともご指摘を受け

ておりますが、やはりパソコン等を活用し、

ノーカーボン化というような取り組みもさせ

ていただき、そうしたところ職員にも十分し

っかりとした取り組みをするように、再度ま

た指導もしていきたいなと、このように思い

ます。 

 また、自然の有効利用の推進という点でご

みの収集業務等々にも触れていただきました

が、私もこの件につきましてはいろいろな集

会の中でもお話をさせていただいておりま

す。しかし、この太子町の現状等々を考えま

すと、やはり午前中収集でずっと今まで通し

てきました関係上、そうしたところは今の体

制で取り組んでほしいということを耳にいた

しております。 

 いずれにしましても、そうした取り組み、

これからはやはり町民の皆さんと十分に話し

合う中でしっかりとした取り組みを貫いてい

きたいと、このように思います。 

 しかし、国政のほうで大きく変化いたして

おりますので、そうしたところはまた十分見

きわめてすべての面で対応していきたいと、

このように思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 まず、２番のユーロ円債に

ついて、これは、町長、私が入手した資料

も、これ町が持っとる資料と同じなんですけ

れども、やっぱりリスクがかなり高いという

ことはもうここに書いてあるわけなんです

ね。私は日興コーディアル証券の方と話した

わけなんですけれども、いやよく説明しまし

たよと。ほいで、きちっとおたくからこの書

類の投資確認書もいただき印鑑もいただいて

おるから、当方としては何の落ち度もないと

いうようなことをおっしゃったわけなんです

けども、しかしこれ行政に勧めるべきもんと

違うだろうと。ほいで、あなた方はこれ、例

えば１億円入ったらあんたとこに何ぼ入るん

のやと言うたら、ほぼ１割言うわけですわ。
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だから、1,000万円ですね、日興証券に入る

のが。ほしたら、もう既にその時点で

1,000万円証券会社へもう入っとるわけなん

ですよ。ですから、だから証券会社自体には

非常にうまみのある商品やったということに

は間違いないんですけれども、ただその30年

先に、おまえだれが保証すんのやという話を

してきたんですけれども、もう二度と太子町

には来てくれなと言うて私は冗談みたいに言

うたんですけどね。行政がやっぱりこんな半

分ばくちみたいなことに、私は手を出すべき

でないと思いますんで、今回のことについて

私はとやかく言いませんけれども、しかしも

う今後二度とこういうことの、こういう種類

の投資については、私は絶対にもうすべきや

ないと思っております。 

 それから、あすかホールの喫茶のことも私

はとやかく言ってんじゃなしに、ただぐうっ

と流れを見ておると、何かそこにちょっと作

為的なもんがあるんと違うかなという思い

と、やっぱり公募した限りは公平にやらん

と、公募したから13万円の300万円で公募し

たら、これは高いさかいやめとくわというて

実際に契約したら10万円の100万円やったと

いうのは、これはちょっとひどいと思います

んで、こんな、これももう二度とこういうこ

とのないように。もし仮にこれは契約やなし

に許可らしいんですけれども、でも契約みた

いなもんですから、所管の委員会にやっぱり

こういうことをやりたいということはちょっ

と言っておけばこんな間違いを犯さずに済ん

だんではないかと私は思います。 

 それから、子育てのことなんですけれど

も、聞いてみたら最低でやっぱり50万円、子

供産むの。やっぱり80万円ぐらい要るん違い

ますかという人があるわけなんで、そんなに

要るんかいなと言うたら、それは病院も妊娠

ということがわかってから行って、いろんな

費用を考えよったらそれぐらい要るんじゃと

いう話で、私もほおっと言うたことなんです

けれども、なかなか子供を産むというのは決

心するのは大変やなということは思います。

当局もやっぱり子供を産んで育てるというこ

とがどれだけ大変かということは少子化でど

うこう言ってますけれども、片や当事者にと

ってみれば非常な決断をするわけなんで、で

きるだけ援助をしてほしいというふうに思い

ます。 

 それから、こんにちは赤ちゃんの事業です

けれども、やっぱり核家族が進んでなかなか

昔のようにおじいさん、おばあさんとは、そ

のお父さん、お母さんが年寄りになかなか子

育てについて相談するということが少なくな

っております。そういうことで、そのかわり

といったらおかしいが、私はちょっとおかし

んですけれども、やっぱりでも現状そうなれ

ば適当にやっぱり相談に乗ってあげるという

ことも必要やないかと思います。 

 それから、文化ホールについては、私はこ

の会館建設当初から携わってきたんですけれ

ども、あの中でいろいろ論議したのは、これ

下手したら貸し館になるよということは言っ

てきたわけなんですね。例えば、1,200席が

ええのか、それから600席がええのかという

ような論議もしてきました。最終的に800で

決まったわけなんですけれども、結構やっぱ

り金はかかりましたね、おかげで。1,000を

超えるとやっぱりたつの、姫路ぐらいになら

んとちょっと対応できないということで、今

の施設になっとるわけなんですけれども、た

だあれを貸し館じゃなしに本当に太子町の町

民がみずから使えるという施設にやっぱりし

ていかないかんと思うんで、そのためには私

は金だけじゃなしにだれかいい指導者、いわ

ゆる文化人と称されるような人を運営に選ん

で、今のようにどこどこの会長やとか、何々

の会長、そんなん選んどったらだめですわ、

文化もヘチマもないんやから。えらい失礼な

言い方やけど、今の運営委員の人でそういう

ことが理解してやっていただけるような人ち

ょっと見当たらんのでね。その辺はよく考え

ていただきたいと思います。 

 それから、歴史資料館ももう僕はやっぱり

御破算で願いまして言うて一から出直したほ
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うがえんとちゃうかと。あんな立派な施設で

たったの１日８人ちゅうのはもう情けない話

で、情けないというよりもったいない。佐用

町に今度水害に遭いましたけど、佐用町に歴

史資料館というのあるんですけど、押したら

つぶれそうや言うたら失礼やけども、太子と

比べたらそんなもんですわ。あそこでも１日

15人、20人言うてましたからね。それからい

うたら、もっとやっぱりＰＲする、ＰＲやな

しに中身ですね、人が来てくれるというよう

なものにつくり上げていただきたい。 

 それから、図書館ですけれども、私ちょっ

と対比の仕方がまずかったなあと。20年前と

比べたというのはいかんかったかなと思うん

やけど、これ播磨町と稲美町と一遍聞いてみ

てください、どれぐらいやというて。これ今

指定管理者制度をとってますから、直接町に

問い合わせしてもわかりませんけれども、図

書館に直接問い合わせていただければわかる

と思います、どういう対応をしとるかという

のが。 

 それから、ごみですけれども、やっぱり、

私はがんは森興業だと思いますね。入札をし

ないと。加古川市に行ってきましたけれど

も、加古川の場合は入札することによって何

十年間続いてきたことを、何十年間あそこも

入札をせんと随契できたわけなんですけれど

も、去年、おととしですかな、去年ですか

な、入札に変えて約半分になったということ

なんで、太子が半分になるかどうかもわかり

ませんけども、しかし入札にすれば数千万円

の私は金額が浮くと思います。太子は独特の

やり方やということをおっしゃるけども、あ

れは全くうそですよ。午前中に収集せないか

んとかどないやとか言うてますけど、龍野衛

生公社…… 

（「上田さん、５分です」の声あり） 

 あそこへ行ったら、昼からもう全部龍野衛

生公社も皆車、パッカーとめてますやん。だ

から、何も太子だけちゃうんですよ。これに

ついてはもっといろいろ論議ありますけど、

今までのことについては答弁要りません。で

すから、時間があると思います。 

 最後に、お聞きしたいんですけれども…

…。 

○議長（熊谷直行） ちょっと待ってくださ

い。 

 間もなく定刻の５時が来ますが、会議規則

第９条第２項の規定によって、会議時間を延

長します。 

 続けてください。 

○上田富夫議員 最後に、まちづくりのこと

についてですけれど、これについてはまちづ

くりとは私は人づくりだと思いますけども、

人がおって、家庭があって、地域があって、

そして町がありますね。そして、そこで人々

は笑い、地域は心豊かな人々で安全で快適、

豊かな緑、こんな町を目指して今頑張ってい

るというふうにこの施政方針を読ませていた

だく限りはそう受け取れるわけですけれど

も、しかし本当に今住民が楽しく豊かに、豊

かにというのは心ですよ、心豊かに暮らして

おると思われますか。例えば、太子苑の地図

混の地域の人々、あの人ら本当に日々心安ら

かに、本当にきょうは楽しかったなというよ

うな、そんな暮らしをされていると思われま

すか。それだけじゃないですよ。何も太子苑

だけのことを取り上げるわけじゃないですけ

ど、本当に町の施策によってほんまに心から

安心して楽しんで暮らせる方々がいっぱいお

るわけなんですよ。それは待機児童の方もそ

うでしょうし、いろんな方があると思いま

す。ですから、そういう問題をいつまでも先

送りするんじゃなしに、早くそういった悩み

を持ったり困った問題に立ち向かっとる人に

対しては行政は率先して手を差し伸べて、早

くその人たちが楽しい、ほんまに笑顔のある

暮らしができるようにするのが私は行政の仕

事じゃないかと思うわけなんですけれども、

最後にそのことについてお尋ねいたします。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 太子町の町民の皆さん

の生活、豊かな生活をしていただくという願

いは私はいつも持っておりますが、反面いざ
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やろうとすれば、なかなかそれが早期解決と

いいますか、早期にどんどんやれる、取り組

めるものでもございません。そしてまた、こ

れは役場だけの問題ではない、地域の皆さん

と一体になって、それこそうまく輪になった

ときにそうした取り組みが花開くんではない

だろうかなという思いがいたしております。

すべての面、緑の面でも今減反施策が進む中

での取り組み、またこうした経済的に非常に

厳しい中での取り組み、やはり心豊かといい

ますか、おおらかな生活ができるというのは

何も金銭面だけじゃなくして気持ちの問題も

いろいろあろうと思います。そうしたところ

を少しでもお役に立てるように頑張っていき

たいと、このように考えるところでございま

して、また太子苑の問題につきましても、や

はり一番難しいのがもう民地でございます。

また、片や家も張りついた中での対応、対策

というのは、やはり地域の皆さんの今以上の

協力がなければ解決できないだろうと思いま

す。そうした中で、私も以前からかかわりは

させていただいておりました。上水が布設さ

れた折は私は余り、余りというより知らない

んですが、下水、また道路排水、側溝です

ね、そうした面でも当時の自治会長さんと協

議する中で対応をさせていただいたことを思

い出しますが、やはり最終的には底地の思い

が一番地権者の皆さん思われてるんだろうと

いうことは重々承知いたしますが、果たして

その中で町としてどんどん前向きにできるか

というのは、これは取り組みとしては一体に

ならなければいけないと、このように考えて

おります。 

 いずれにしましても、少しでも前へ進んで

いけるように、対策、また取り組みをしてい

きたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

 

○上田富夫議員 今町長おっしゃられたよう

に、太子苑の問題でもですね、今現在は全く

トンネルの中で出口も入り口も見えないとい

うような真っ暗やみの手探りの状態の中で住

民はもがき苦しんでおられるわけなんで、具

体的にどう解決するかというのは、今じゃな

いんですよ。もう80もいったお年寄りが多い

わけなんですから、その人らに明かりを見せ

てあげたいんですよ。そしたら、生きる意欲

がわくんですよ。その役割ができるのは町な

んですよ。だから、解決が即できるかできん

か、それよりも、その人らに生きる望みとい

うか、生きる方向を示すために同じテーブル

に着くということがどれだけその人らたちの

勇気になるかということを、その辺を皆さん

お考えいただきたいと私は切望するわけでご

ざいます。 

 終わります。 

○議長（熊谷直行） 上田議員の総括質疑は

終わりました。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後５時04分） 

（再開 午後５時05分） 

○議長（熊谷直行） 再開します。 

 このあと村田議員の質疑ですが、この際、

本日の会議を都合により延会したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は９月９日午前10時から再開し

ます。 

 なお、９月９日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

 ご苦労さまでした。 

（延会 午後５時05分） 

 

 


